
第３回木津川市総合計画審議会

日時：令和５年１０月２４日(火)

１４時３０分から

場所：木津川市役所 ５階

全員協議会室

次 第

１．開 会

２．議 事

（１）協議事項

第２次木津川市総合計画後期基本計画 中間案

（２）その他

今後のスケジュール

３．閉 会



 

 

 

 

第２次木津川市総合計画 

後期基本計画 

 
 

中 間 案 

 

 

 

 

 

 

 

 

  



 

目 次 
 

総論 

1 総合計画とは ........................................................................ 1 

(1) 計画策定の趣旨 .................................................................. 1 

(2) 計画の位置づけ .................................................................. 1 

(3) まち・ひと・しごと創生総合戦略との関係 ........................................... 1 

(4) 構成と期間 ...................................................................... 2 

(5) 後期基本計画策定の視点 .......................................................... 3 

2 計画の背景 .......................................................................... 4 

(1) 木津川市の概況 .................................................................. 4 

(2) まちづくりの歩み ................................................................ 7 

(3) 木津川市を取り巻く環境変化への対応.............................................. 12 

基本構想 

1 まちづくりの基本原則 ............................................................... 17 

2 まちの将来像 ....................................................................... 18 

3 人口と都市構造 ..................................................................... 19 

(1) 将来人口 ....................................................................... 19 

(2) 将来都市構造 ................................................................... 20 

4 将来都市構造における拠点、ゾーン、軸の考え方........................................ 21 

5 まちづくりの基本方針 ............................................................... 23 

(1) 取組みの姿勢 ................................................................... 23 

(2) 基本方針 ....................................................................... 24 

 

基本計画 

1 基本計画の構成 ..................................................................... 28 

2 分野別計画 ......................................................................... 29 

基本方針 1 ともに「学び」「喜び」「成長し」 未来を生きるこどもを育むまちづくり ......... 30 

政策１ 子育て ..................................................................... 30 

政策２ 教育 ....................................................................... 36 

基本方針２ 誰もが生き生きと、生涯元気で暮らせるまちづくり ............................ 41 

政策３ 健康 ....................................................................... 41 

政策４ 福祉 ....................................................................... 45 



 

政策５ 文化 ....................................................................... 51 

基本方針３ 一人ひとりが認め合い、力を発揮できるまちづくり ............................ 54 

政策６ 共生 ....................................................................... 54 

政策７ 協働 ....................................................................... 58 

基本方針４ 人・資源・立地を活かし、未来を拓く産業のまちづくり ........................ 61 

政策８ 観光交流 ................................................................... 61 

政策９ 産業・雇用 ................................................................. 65 

政策 10 関西文化学術研究都市 ....................................................... 70 

基本方針５ 災害等から市民を守り、安心・安全に暮らせるまちづくり ...................... 73 

政策 11 防災・減災 ................................................................. 73 

政策 12 防犯・交通安全 ............................................................. 77 

基本方針６ 快適で住みよい生活環境と、 豊かな自然に恵まれたまちづくり ................. 80 

政策 13 都市基盤 ................................................................... 80 

政策 14 交通ネットワーク ........................................................... 85 

政策 15 自然・環境 ................................................................. 88 

基本方針７ 効果的・効率的な行政運営と市民に開かれたまちづくり ........................ 92 

政策 16 情報 ....................................................................... 92 

政策 17 行財政運営 ................................................................. 95 

3 計画の推進 ........................................................................ 102 

(1) 財政収支見通しに基づく推進 .................................................... 102 

(2) 進行管理 ...................................................................... 104 

 

 

 

  



1 

 総論 

1 総合計画とは 

(1) 計画策定の趣旨 

木津川市では、平成21（2009）年3月に「水・緑・歴史が薫る文化創造都市～ひとが耀き ともに創

る 豊かな未来～」を将来像とする「木津川市総合計画」、平成31（2019）年3月には、「子どもの笑顔

が未来に続く 幸せ実感都市 木津川」を将来像とする「第２次木津川市総合計画」を策定し、「情

報共有の原則」「参加・参画の原則」「協働の原則」の3つのまちづくりを基本原則と定め、市民と行

政が基本となる考え方を共有しながら、持続可能なまちづくりを進めてきました。 

しかしながら、第２次総合計画策定後も、地方自治体を取り巻く社会環境は、地域経済の回復が

依然として厳しい中、急速な少子・高齢化社会への転換や「ＳＤＧｓ17のゴール」に向けた取組みの

推進等、急激に変化しています。また、新型コロナウィルス感染症の経験を踏まえた「新しい生活様

式」やデジタル化の進展もあって、市民のライフスタイルや価値観はますます多様化し、健康・保

健、安心・安全などの分野への関心も高まっており、行政ニーズも高度化・複雑化しています。今後

も、最先端の科学技術を有する関西文化学術研究都市、多くの国宝をはじめとする歴史・文化、緑豊

かな自然環境などの地域資源等を最大限に活かし、より豊かで魅力的なまちに飛躍するとともに、

持続可能な行財政運営を目指した計画的なまちづくりの取組みを進める必要があります。 

「第２次総合計画後期基本計画」は、「第２次木津川市総合計画」に基づくまちづくりを着実に継

承することを基本に社会や時代の変化に柔軟に対応し、円滑な行財政運営を進めるため、前期基本

計画における5年間の進捗状況を検証するとともに、今後5年間に取り組むべき施策や事業の基本方

向に示すために策定するものです。 

 

(2) 計画の位置づけ 

総合計画は、木津川市のまちづくりを進めるうえで、将来像を具体化するための方針、取組みの

基本的な方向を示すものであり、市民と行政のまちづくりの指針となります。 

行財政運営においては、その最も上位に位置づけられる計画として、各政策分野の個別計画と調

整を図りながら、施策全体を体系化し、効果的に進捗管理を行う役割を担っています。 

 

(3) まち・ひと・しごと創生総合戦略との関係 

木津川市では、東京圏への一極集中の是正や多極化、全国的な人口減少に対応するため、平成27

（2015）年10月に「第１期木津川市まち・ひと・しごと創生総合戦略」を策定しました。さらに令和

2（2020）年度には、「第２期木津川市まち・ひと・しごと創生総合戦略」を策定し、子育て支援の充

実や地域活性化などに取り組んだことで、子育て世代を中心とした転入が進み、令和4（2022）年9月

には人口8万人に到達しました。 

このように木津川市の人口は平成19（2007）年の市制施行以降、増加の一途をたどっていました
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が、増加傾向も一定落ち着きを見せ、今後は人口減少に転じることが見込まれます。 

また、国において、令和4（2022）年度に「デジタル田園都市国家構想総合戦略」が策定されまし

た状況を受け、木津川市においても、「第２期木津川市まち・ひと・しごと創生総合戦略」を１年間

前倒した計画を策定し、デジタル技術の活用により行政サービスのスマート化などを進め、木津川

市の行政課題の解決に取り組むこととします。 

「第２次木津川市総合計画後期基本計画」は、木津川市の最上位の計画であり、前述の総合戦略

や「第４次木津川市行財政改革行動計画」と合わせて推進することで、本格化する人口減少対策や

地方創生の深化への対応はもとより、豊かで魅力的なまちづくりの取組みに資するものとなります。 

 

(4) 構成と期間 

第２次木津川市総合計画は、基本構想、基本計画、実施計画の三層で構成し、その計画期間は、令

和元（2019）年度から令和10（2028）年度までの10年間です。なお、急激な社会経済情勢の変化など

が生じた場合は、必要に応じて柔軟な見直しを行います。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

総合計画の構成・期間 

 

  

基本構想 

● まちづくりの基本原則、まちの将来像及びこれを実現するための基本方針を示したもの 

● 計画期間：令和元（2019）年度から令和 10（2028）年度まで（10年間） 

基本計画 

● 基本構想を実現するための政策・施策の基本方向などを体系的に示したもの 

● 計画期間：(後期)令和 6（2024）年度から令和 10（2028）年度まで（5 年間） 

実施計画 

● 本計画で示す施策の基本方向に基づく具体的な事務事業の内容を明らかにしたもの 

● 年間の計画として、毎年、修正を加えながらローリング方式＊により事業内容を示すもの 

・まちづくりの基本原則、まちの将来像及びこれを実現するためのまちづくり

の基本方針を示したもの 

・計画期間：2019 年度～2028年度（10 年間） 

 

・基本構想を実現するための政策・施策の基本方向等を体系的に示したもの 

・計画期間：(後期)2024 年度から 2028 年度まで（5 年間） 

 

・施策の基本方向に基づく具体的な事務事業の内容を明らかにしたもの 

・年間の計画として、毎年、修正を加えながらローリング方式により事業内容

を示すもの 
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(5) 後期基本計画策定の視点 

後期基本計画は、以下の視点に基づき策定します。 

 

◼ 現行の基本構想に基づく計画策定 

第２次総合計画の前半5年が経過し社会状況の変化もみられますが、基本構想については10年間を

軸として捉え、現行のまちづくりの基本原則や将来像、基本方針に基づき後期基本計画を策定しま

す。 

 

◼ 市民との協働による計画策定 

市民と行政が共有するまちづくりの指針として市民との協働による計画づくりを進めるため、審

議会への市民委員参加や審議経過の情報公開、計画案のパブリックコメント、また市民アンケート

調査等により、広く市民の意見を把握し計画に反映します。 

 

◼ 実現性・実効性のある計画策定 

前期基本計画の進捗状況を検証、評価するとともに、市を取り巻く社会状況を把握して課題を明

確化し、これを踏まえて必要な見直しを行い、実施効果・有効性の高い施策を選択します。 

市民や職員にわかりやすく、また施策実効性を適正に評価するため、前期基本計画に掲げた成果

指標の達成状況を踏まえた目標項目や目標値を設定します。 

 

◼ ＳＤＧｓと連関した計画策定 

持続可能な社会づくりのための国際社会共通の目標であるＳＤＧｓの視点を取り入れ、ＳＤＧｓ

と総合計画の施策目標と関連づけることでローカルＳＤＧｓの達成を目指します。 
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2 計画の背景 

(1) 木津川市の概況 

◼ 古

いにしえ

から関西文化学術研究都市＊までの新旧文化が調和するまち 

木津川市は、京都府南部の山城地域にあり、南は奈良県奈良市と接し、市の中央には木津川の清

流が東西に流れています。木津川は、淀川を通って瀬戸内海に通じているため、古来より東アジア

の国々とつながり、人や物資、文化が伝わってきました。 

天平12（740）年12月、聖武天皇は、この地に「恭仁京」を造営し、数年という短い期間ではあり

ましたが、日本の首都となった時期がありました。その後、時代を経る中で、農産物の生産拡大、仏

教信仰の寺院や霊地の形成、特産品（お茶など）を扱う商業活動などが活発化し、発展してきまし

た。近年は、国家的プロジェクトとして関西文化学術研究都市の開発が進められ、木津川市はその

中核地として新たな発展が期待されています。 

このように、木津川市は、古からの永い歴史を受け継ぎながら、新たな発展の時期を迎えた新旧

文化が調和したまちといえます。 

 

木津川市の主な文化財・遺構及び関西文化学術研究都市の整備地区 
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◼ 関西文化学術研究都市の中核地として、先端的な学術、産業、暮らしが展開されるまち 

関西文化学術研究都市の建設は、京都、大阪、奈良の3府県にまたがる京阪奈丘陵において、国家

的プロジェクトとして文化・学術・研究の新しい拠点づくりを目指して、「関西文化学術研究都市建

設促進法」の公布・施行（昭和62（1987）年）によりスタートしました。 

関西文化学術研究都市は、産・学・官の協力と連携のもとで建設が進み、現在では世界的な学術研

究機関や国際的な交流拠点が次々と完成し、150を超える研究施設などが整備されています。 

木津川市にも、公益財団法人国際高等研究所（ＩＩＡＳ）、

公益財団法人地球環境産業技術研究機構（ＲＩＴＥ）をはじ

めとする多くの研究施設が整備され、また、住宅や都市基盤

整備も進み、緑豊かな都市環境の中、活発な研究活動、潤い

のある住民生活が営まれています。 

このように、木津川市は、関西文化学術研究都市の中核地

として、先端的な学術、産業、暮らしが展開されるまちとな

っています。 

 

◼ 京都、大阪、奈良への交通結節点となり交流の盛んなまち 

木津川市は、京都・大阪の中心部から30km圏内に位置しています。 

鉄道は、ＪＲにより木津駅を中心に、関西本線、奈良線、片町線で京都、大阪、奈良、三重方面と

結ばれており、また、市の西部を南北に走る近鉄により京都、大阪、奈良方面と結ばれています。 

道路は、市の中央部を国道24号が南北方向に、国

道163号が東西方向に整備されており、広域幹線道

路として位置付けられています。また、市の西部に

は京奈和自動車道も整備されるなど、国道24号及び

国道163号などの交通混雑の緩和と関西文化学術研

究都市間のアクセス向上が図られています。 

このように、木津川市は、京都、大阪、奈良の中

間に位置しながら、交通環境に恵まれており、古く

から現在に至るまで交通の要衝として、各方面との

交流が盛んなまちとして発展してきました。 

 

 

 

◼ 里地里山、木津川などの豊かな自然に恵まれた産業や文化のあるまち 

木津川市は、平地部の田園、周囲の山々、丘陵部の木々、木津川などから構成される里地里山など

豊かな自然に恵まれています。また、史跡や遺跡、伝統行事などの有形無形の歴史的文化遺産も豊

富にあり、今でも木津川市の魅力を高める上で重要な資源となっています。 

さらに、古くから米、麦などとともにお茶やタケノコなどの農産物が生産されており、それらの

公益財団法人地球環境産業技術研究機構（RITE） 

周辺都市へのアクセス時間 
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主産地として発展を続け、今日の都市近郊農業の基盤を形成

してきました。特に「お茶」は、木津川水運の地の利を活か

し、幕末から明治にかけて輸出が増大し、「お茶」の集散地、

精製加工の場として発展してきました。また、江戸時代の高

級麻織物の技術を活かした「相楽(さがなか)木綿」は、京都

府域最大の産地として昭和初期まで栄え、現在のふすま地、

壁紙の生産につながっています。 

このように、木津川市は、里地里山、木津川などの豊か

な自然に恵まれた環境の中で、多くの特産物や名産品など

の地域産業を生み出し、現代につながる産業基盤を形成してきました。 

 

◼ 魅力ある住環境を背景に、人口が増加し子育て世代の多いまち 

全国的に人口減少が懸念される中、木津川市の人口は増加し続け、子育て世代に選ばれるまちと

なりました。 

その理由としては、温暖で水や緑などの豊かな自然環境、豊かな歴史・文化遺産、大阪市や京都市

にほど近く、奈良市とも近接するなど日常生活面での利便性の高さのほか、関西文化学術研究都市

の中核地として多くの研究施設や大型商業施設が立地するとともに、大規模な住宅地が多く整備さ

れるなど、良質で魅力的な住環境が形成されてきたことによるものと考えられます。 

さらに、これまで「子育て支援 No.1」のまちを目指し、待機児童ゼロの実現やサポート体制の強

化など子育て支援策などの充実が図られたことから、令和2（2020）年の総人口に占める子育て世代

（25～44歳）人口の割合は、国の22.8％、京都府の21.7％と比べて、木津川市は23.2％と高くなって

います。 

 

子育て世代人口の比率 

 
資料：国勢調査（令和２年） 
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(2) まちづくりの歩み 

① 木津川市の誕生 

木津川市の歴史は古く、明治時代の市町村制により生まれた町・村は合併を繰り返し、昭和26（1951）

～31（1956）年の昭和の大合併により、木津町、加茂町、山城町の3町となりました。そして、約60

年後の平成19（2007）年には、3町合併によって、木津川市が誕生しました。 

 

 

 

木津川市誕生までの町村合併の経緯 
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② 第 1次木津川市総合計画～第２次総合計画前期計画期間のまちづくり 

木津川市発足から2年後の平成21（2009）年には第1次木津川市総合計画を策定、平成31（2019）年

3月には第2次木津川市総合計画を策定し、個性と魅力にあふれた一体的なまちづくりを進めてきま

した。 

 

木津川市誕生から現在までのまちづくりの動き 
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③まちづくりへの市民の評価 

１) 市民 

市民アンケートによる市民の意識では、木津川市に『愛着を感じている』割合が71.9％と、平成29

（2017）年度調査とほぼ同程度となっています。 

また、道路や都市計画などのまちづくり施策及び福祉、教育、医療などの市民サービスについて

は、平成29（2017）年度調査よりも『プラス評価』の割合が高くなっています。 

 

設問 木津川市に愛着を感じていますか 

 

 

設問 木津川市が進めてきたまちづくり（道路整備、都市計画、産業、観光など）についてどう思いますか 

 

 

設問 合併後の木津川市の市民サービス（福祉、教育、医療など）についてどう思いますか 

 

 
  

感じて
いる

感じて
いない

71.9 % 10.8 % 

72.5 % 10.8 % 

大いに

感じている

15.7

20.0

ある程度

感じている

56.3

52.5

どちらとも

いえない

16.5

15.0

あまり

感じていない

8.4

8.8

まったく

感じていない

2.4

2.0

不明・

無回答

0.8

1.8

0% 20% 40% 60% 80% 100%

凡例

2023年度調査

(N= 1,415)

2017年度調査

(N= 2,055)

プラス
評価

マイナス
評価

33 .9  %  18 .0  %  

30.3 % 20.1 % 

非常に

評価している

2.7

1.8

評価している

31.2

28.5

どちらとも

いえない

45.9

46.1

あまり評価

していない

14.0

17.1

全く評価

していない

4.0

3.1

不明・

無回答

2.3

3.5

0% 20% 40% 60% 80% 100%

凡例

2023年度調査

(N= 1,415)

2017年度調査

(N= 2,055)

プラス
評価

マイナス
評価

36 .0  %  16 .3  %  

34.4 % 15.0 % 

非常に

評価している

2.8

2.6

評価している

33.1

31.7

どちらとも

いえない

45.7

46.5

あまり評価

していない

13.0

12.5

全く評価

していない

3.3

2.5

不明・

無回答

2.1

4.1

0% 20% 40% 60% 80% 100%

凡例

2023年度調査

(N= 1,415)

2017年度調査

(N= 2,055)

＜市民アンケート調査の概要＞ 

調査対象者：18才以上の市民（外国人含む）5,000人を、住民基本台帳＊から無作為抽出 

調査方法：郵送にて調査票を配布、郵送回収・WEB回収を併用 

調査期間：令和5（2023）年7月7日（金）～7月28日（金） 

有効回収数（回収率）：1,415 件（28.3 ％） 
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「全体的にみた木津川市の暮らしやすさ」は約64％の人が『満足』と回答しており、平成29（2017）

年度調査よりも評価が上昇しています。また、分野別では「下水道整備・水洗化の状況」、「身近な

緑、山や川の自然の保全」、「まちなみやまちの雰囲気」などの満足度が特に高くなっており、平成29

（2017）年度調査と比較すると、26項目中23項目で評価が上昇しています。 

設問 木津川市の暮らしやすさについて、日頃どのように思いますか 

  

加重平均

満足 不満
今回
2023

前回
2017

前回
との差

64.1 % 12.3 % 3.60 3.33 0.27

47.8 % 25.2 % 3.24 3.07 0.17

34.2 % 38.2 % 2.89 2.80 0.08

58.0 % 22.3 % 3.44 3.08 0.36

69.3 % 8.8 % 3.81 3.76 0.06

39.2 % 24.5 % 3.16 3.12 0.04

48.3 % 12.2 % 3.41 3.33 0.08

21.2 % 21.5 % 2.96 2.91 0.05

32.0 % 16.3 % 3.16 3.07 0.09

38.8 % 28.3 % 3.09 3.01 0.07

25.4 % 14.3 % 3.11 3.09 0.02

21.6 % 16.7 % 3.03 2.94 0.09

55.5 % 13.1 % 3.50 3.38 0.13

45.2 % 7.4 % 3.44 3.36 0.07

55.6 % 10.0 % 3.54 3.36 0.18

31.2 % 12.2 % 3.22 3.18 0.04

28.8 % 15.8 % 3.14 3.14 ▲0.01

29.9 % 14.7 % 3.16 3.20 ▲0.03

33.2 % 15.0 % 3.20 3.21 ▲0.02

22.3 % 8.6 % 3.15 3.14 0.02

33.8 % 16.8 % 3.17 3.02 0.16

28.9 % 20.4 % 3.07 2.95 0.12

14.1 % 25.7 % 2.83 2.72 0.11

15.1 % 23.6 % 2.87 2.81 0.07

14.4 % 23.3 % 2.86 2.78 0.09

40.2 % 17.5 % 3.23 3.12 0.12

14.1 % 20.9 % 2.89 2.85 0.04

※加重平均＝（[満足]*5点+[ほぼ満足]*4点+[どちらとも言えない]*3点+[やや不満]*2点+[不満]*1点）/不明・無回答を除く回答件数

満足

9.4

7.6

6.2

15.1

23.3

8.0

7.8

2.4

3.4

4.6

3.1

2.2

10.2

6.1

9.7

4.2

4.0

4.7

4.0

2.8

3.7

2.5

1.7

1.5

1.7

4.2

1.6

ほぼ満足

54.7

40.2

28.0

42.9

46.1

31.2

40.5

18.8

28.6

34.2

22.3

19.4

45.3

39.1

45.9

27.1

24.8

25.2

29.3

19.5

30.1

26.4

12.4

13.6

12.7

36.0

12.6

どちらとも

言えない

21.3

24.9

24.9

17.6

20.2

33.8

38.0

55.1

49.8

31.2

56.6

59.7

30.0

45.2

32.7

54.1

52.7

51.4

50.2

66.6

47.7

48.9

57.0

58.2

59.4

40.6

61.9

やや不満

9.6

18.9

25.1

14.9

5.0

17.4

9.0

15.6

12.5

21.9

10.3

12.8

10.0

6.1

7.4

10.2

12.0

10.5

12.2

6.9

12.9

16.0

18.8

18.4

17.2

13.6

15.2

不満

2.7

6.3

13.1

7.4

3.7

7.1

3.2

5.9

3.7

6.4

4.0

4.0

3.1

1.3

2.6

2.0

3.7

4.2

2.8

1.7

3.9

4.3

6.9

5.2

6.1

4.0

5.7

不明・

無回答

2.3 

2.2 

2.7 

2.0 

1.7 

2.5 

1.4 

2.2 

1.9 

1.6 

3.7 

1.9 

1.4 

2.1 

1.7 

2.5 

2.8 

4.0 

1.6 

2.4 

1.7 

1.8 

3.3 

3.1 

3.0 

1.7 

3.0 

0% 20% 40% 60% 80% 100%

凡例

(1)全体的にみた木津川市の

暮らしやすさ

(2)生活道路の便利さ

(3)通勤・通学の交通の便利さ

(4)買い物の便利さ、快適さ

(5)下水道整備・水洗化の状況

(6)公園や子どもの遊び場

(7)ごみの減量化やリサイクル

の取組み

(8)スポーツ、レクリエーションの

場や機会

(9)保健、健康づくりのための

サービス

(10)病院、診療所の利用の

しやすさ、サービス

(11)保育、子育てを支援する

サービス

(12)高齢者・障がい者の

福祉援助

(13)まちなみやまちの雰囲気

(14)歴史・文化遺産の保全

(15)身近な緑、山や川の自然の

保全

(16)地域の歴史や文化との

ふれあい活動のための環境

(17)教育・学習や文化活動の

ための環境

(18)小・中学校の教育

(19)近所とのつきあい、地域の

社会活動

(20)人権の尊重、男女共同参画

の促進

(21)地震、火災、水害などに

対する防災対策

(22)防犯や交通安全対策

(23)雇用の場や就業の機会

(24)農林業、商業、観光業の

振興

(25)関西文化学術研究都市を

活用した産業の振興

(26)市役所からの情報発信

(27)行財政改革の推進による財

政状況の改善のための取組み

N= 1,415

(1)全体的にみた

木津川市の暮らしやすさ

注）小数第２位を四捨五入しているため、内訳の合計が 100.0％にならない場合があります。 
また、2 つの選択肢を集約した場合（「満足」と「ほぼ満足」を合計した『満足』など）は、該当選択肢の回答数の合計から算出しているため、該当選択
肢に表示している小数第 1 位までの百分率（％）の合計と一致しない場合があります。 
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２) 中学生 

中学生アンケートによる中学2年生の意識では、「住みよいまち」と「どちらかといえば住みよい

まち」を合わせると約86％が『住みよい』と感じており、平成29（2017）年度調査よりも『住みよい』

と思っている割合が高くなっています。 

また、自分が市長になったらどのようなまちにしたいかについては、「自然環境を大切にするまち」

が最も多く、以下「健康・福祉の充実したまち」、「安全で清潔な生活環境の整ったまち」と続いてい

ます。 

 

設問 木津川市を住みよいまちだと思いますか 

 
 

設問 もし木津川市の市長になったとしたら、どのようなまちにしていきたいと思いますか（2つ以内） 

 

  

住みよい 住みにくい

85.5 % 6.7 % 

77.0 % 12.2 % 

住みよいまち

44.3

42.2

どちらかといえば

住みよいまち

41.3

34.8

どちらかといえば

住みにくいまち

4.2

8.5

住みにくいまち

2.6

3.7

どちらとも

いえないまち

7.2

10.8

不明・

無回答

0.6

0% 20% 40% 60% 80% 100%

凡例

2023年度調査

(N= 698)

2017年度調査

(N= 730)

38.1 

31.2 

29.8 

15.0 

13.2 

12.5 

10.9 

9.7 

4.2 

5.6 

0 % 10 % 20 % 30 % 40 % 50 %

木津川や森林などの自然環境を大切に

するまち

子どもやお年寄りなどを大切にする

健康・福祉の充実したまち

安全で清潔な生活環境の整ったまち

活力とにぎわいを生み出す産業のまち

歴史・伝統を大切にする愛着のあるまち

道路や上下水道など都市基盤の整った

まち

豊かな心を育てる教育・文化の充実した

まち

様々な出会い・ふれあいを育む交流のまち

その他

不明・無回答

N= 698（2つ以内で複数回答）

＜中学生アンケート調査の概要＞ 

調査対象者：市立中学校に通学する中学 2 年生 人全員 

調査方法：学校を通じて調査票を配布・回収 

調査期間：令和 5（2023）年 6 月 16 日（金）～7 月 7 日（金） 

有効回収数（回収率）：698 件（91.5 ％） 

注）小数第２位を四捨五入しているため、内訳の合計が 100.0％にならない場合があります。 
また、2 つの選択肢を集約した場合（「住みよいまち」と「どちらかといえば住みよいまち」を合計した『住みよい』など）は、該当選択肢の回答数の合
計から算出しているため、該当選択肢に表示している小数第 1 位までの百分率（％）の合計と一致しない場合があります。 
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(3) 木津川市を取り巻く環境変化への対応 

①将来の人口動向を見据えたまちづくりの必要性 

木津川市が誕生した平成19（2007）年3月12日現在の人口は、66,490人でしたが、その後、学研地

区の宅地開発などを背景とする人口流入により順調に増加を続け、令和4年（2022）9月には8万人に

達したものの、その後横ばいから減少に転じるなど、転換期を迎えています。 

将来人口（令和5（2023）年推計）をみると、今後は緩やかに減少し、高齢化率も徐々に上昇を続

け、令和22（2040）年には30％を超えることが予測されます。 

 

年齢 3区分別人口と高齢化率の推移（実績値と将来推計値） 

 

資料：国勢調査（平成 7 年～令和 2 年）、住民基本台帳（令和 5 年 4 月末）、木津川市推計（2025 年～；令和 5 年推計） 

  

9,310 9,189 9,933 11,839 12,532 13,128 12,093 10,959 10,103 9,526 9,086 8,753 8,443 8,054

36,305
41,123

43,516
44,746 43,272

46,290 47,350 47,105
45,455

42,383
39,425 37,105 35,251 34,091

6,798

8,323

10,198

12,952 16,648

19,306 20,395 21,251
22,673

24,736 26,400

27,196 27,061
25,759

52,436

58,809

63,649

69,761
72,840

78,724 79,838 79,314 78,231 76,645
74,911

73,053
70,754

67,904

13.0 
14.2 

16.0 

18.6 

22.9 
24.5 25.5

26.8

29.0

32.3

35.2

37.2 38.2 37.9

0.0

10.0

20.0

30.0

40.0

50.0

60.0

0

20,000

40,000

60,000

80,000

100,000

1995

（H7）

2000

（H12）

2005

（H17）

2010

(H22)

2015

(H27)

2020

(R2)

2025 2030 2035 2040 2045 2050 2055 2060

高
齢
化
率
（
％
）

年
齢
3
区
分
別
人
口
（
人
）

（年）

0～14歳 15～64歳 65歳以上 高齢化率

資料：20205年以前は国勢調査、2025年以降は木津川市推計（2023推計）

推計値実績値

木津川市誕生

2007（H19）
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地域別の将来人口の推移をみると、「木津地域」では令和17（2035）年頃まで人口が増加すると見

込まれるのに対し、「加茂地域」と「山城地域」では減少が続くなど、人口の地域偏在が予想されま

す。 

 

 

地域別人口の推移（実績値と将来推計値） 

 

資料：国勢調査（平成 7 年～令和 2 年）、住民基本台帳（令和 5 年 4 月末）、木津川市推計（2025 年～；令和 5 年推計） 

 

 

国全体において高齢化・人口減少が進むのにやや遅れて、木津川市でも高齢化・人口減少が進展

していくことが予想されます。今後の木津川市においては、この人口動向を前提として、まちづく

りに取り組む必要があります。 

  

26,560

33,683

39,129

46,015

50,625

57,409
59,767 60,460 60,741 60,656 60,346 59,801 58,764

57,160

9,210 9,122 8,913 8,886 8,529 8,197 7,711 7,277 6,822 6,345 5,897 5,458 5,008 4,549

16,666 16,004 15,607 14,860 13,686 13,118 12,359 11,577 10,667 9,647 8,667 7,793 6,980 6,196

0

20,000

40,000

60,000

80,000

1995

（H7）

2000

（H12）

2005

（H17）

2010

(H22)

2015

(H27)

2020

(R2)

2025 2030 2035 2040 2045 2050 2055 2060

（人）

（年）

木津地域 山城地域 加茂地域

資料：2020年以前は国勢調査、2025以降は木津川市推計（2023推計）

推計値実績値

木津川市誕生

2007（H19）
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② 環境の変化への対応 

◼ 持続に向けた政策の転換 

我が国の人口は、既に減少に転じており、出生数の減少や急激な高齢化により、世界が未だかつ

て経験したことのない超高齢社会を迎えようとしています。 

木津川市においても、令和4（2022）年に人口80,000人に達したのをピークに減少に転じる見込み

となっており、令和4（2022）年4月に加茂地域が過疎地域に指定されるなど、地域によっては、予想

を上回る速さで人口減少が進んでいます。 

このまま人口構造の変化が続くと、地域活力の低下、税収不足、医療・社会保障費の増大による行

政サービス水準の低下、介護や子育ての生活不安の増大及び地域文化や伝統産業の衰退など、地域

社会・生活のあらゆる面に大きな影響を及ぼすことが懸念されることから、人口減少局面への移行

を見据え、持続可能なまちづくりに向けて、行政経営の効率化・最適化を進めていきます。 

 

 

◼ 子育て、若者定着に向けた手厚いサポート 

急激な人口減少・少子化社会への突入に対して、国において、令和5（2023）年4月に「こども家庭

庁」が発足し、こどもや若者が自分らしく健やかに幸せに成長できるよう社会全体で支えていく方

針が示されました。 

木津川市においても、子育て支援 No.1のまちを目指し、総合戦略の柱を「子育て」に据え、子育

て・子育ちのまちづくりを一層充実させることとし、子育て支援に取り組んできました。 

直面する人口減少、少子化の進行を抑制するため、住む、学ぶ、働く、子育てなどの環境が、豊か

に備わった生活が実現できるまちを目指し、地域の魅力を活かした居住環境の整備や仕事づくりを

進めるとともに、子育てに関する将来への不安を和らげ、出産から子育てまでの支援のさらなる充

実に向けて、地域と連携し、若者や女性が活躍し、子育てしやすいまちづくりを進めていきます。 

 

 

◼ 価値観やライフスタイル変化に応じた、つながり、コミュニティの構築 

共働き世帯の増加や新型コロナウイルス感染症による働き方の変化、外国人居住者の増加、ジェ

ンダーフリーへの取組みなど、価値観やライフスタイル、男女の役割分担の変化への対応が求めら

れています。高齢化による単身世帯の増加に伴い、高齢者や支援が必要な人が地域社会とつながり、

孤立しない体制づくりも必要です。 

性別や年代にかかわらず、多様な価値観や文化、ライフスタイルを互いに認め、尊重することで、

気軽に楽しくつながることができる関係づくりや、一人ひとりの個性と能力が発揮できるコミュニ

ティづくりによって、全ての世代が安心して健やかに暮らせるまちづくりを進めていきます。 
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◼ 市民の生命・財産を脅かすリスクへの対応 

近年、猛暑や局地的豪雨災害、震度4以上の地震災害などの自然災害が多発しており、南海トラフ

地震発生への懸念も高まっている中、木津川市においては、河川の氾濫、山地からの土砂流出など

の恐れがあり、自然災害への対策が急務となっています。また、凶悪犯罪、新たな感染症、食の安全

問題に加え、詐欺被害やＳＮＳ上での人権侵害など人々の暮らしを脅かす問題も多様化しています。 

市民の安心・安全のため、災害に強い都市基盤の整備を進めるとともに、地域の防災・防犯力を向

上し、自助、共助、公助の精神により互いに連携できる仕組みづくりを進め、日々の暮らしを守るま

ちづくりを進めていきます。 

 

 

◼ 地域の魅力の再発見・再価値化・再構築による誇りや交流活動の醸成 

新型コロナウイルス感染症による渡航規制で一時は訪日外国人観光客が落ち込みましたが、イン

バウンド＊観光は徐々に回復基調にあります。また、国内観光においても旅行ニーズは多様化し、農

家民宿や民泊など地域が持つ自然や文化、暮らしなどを観光の対象とする動きが活発化しています。 

平成27（2015）年に、宇治茶とその文化的景観が、日本遺産＊第１号「日本茶800年の歴史散歩～京

都・山城～」に認定され、木津川市を含む府南部の12市町村にて、宇治茶をテーマに、お茶生産の美

しい景観維持やお茶産業の振興、お茶文化の発信などに取り組む「お茶の京都」が、展開されていま

す。 

令和5（2023）年4月には文化庁が京都府に移転したことを契機に、京都府とともに史跡恭仁宮跡

の特別史跡昇格に向けた取組みをさらに推進するとともに、歴史的・文化的遺産、自然風土、宇治茶

をはじめとする農産業やものづくり産業など、豊富な資源を活かし、交流や地域産業の活性化、ひ

いては地域への愛着の醸成につながる地域づくりを進めていきます。 

 

 

◼ 広域的立地環境を踏まえた地域の仕事、暮らし、文化づくり 

我が国では、グローバル化が進展し、国際競争が激化する中、産業競争力が後退しつつあるとい

われる一方で、高い技術力を持つ中堅・中小企業が多く存在し、それらの活性化が、地域経済のみな

らず日本経済全体の再生にも寄与することが期待されています。 

木津川市においては、広域交通ネットワークの向上などの地理的優位性や関西文化学術研究都市
＊の中核地としての強みなどを活かし、研究所・企業立地や住宅開発が進んでいますが、今後は、最

先端の学術研究や科学技術と市内の商工業や農産業、市民生活との結びつきを強め、地域の強みを

活かしたスタートアップ企業の集積や雇用を創出するとともに、多様な働き方を選択できる社会づ

くりを進めていきます。 
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◼ 地域特性・課題に応じた都市の最適化、スリム化で持続的なまちづくり 

高度経済成長期以降に整備された社会資本の老朽化による維持管理・更新費用の増大、高齢化に

よる介護・医療費の増加等で社会保障費が増大する一方、人口減少による税収の減少により、財政

状況のさらなる悪化が予想されています。 

木津川市では、令和4年度の将来負担比率2.5％と健全度が高い傾向にありますが、高齢化に伴う

社会保障費の増大、社会インフラの老朽化、また、過去の大規模事業の財源として発行した市債の

元金償還の本格化により、公債費が大きな負担となっています。 

子や孫の世代に健全財政を引き継ぐため、市民、行政が協力し、将来を見据えた行財政改革や公

共施設の最適配置など、さらなる効率化を進めていきます。 

 

 

◼ 脱炭素社会の実現に向けた環境に配慮した循環型のまちづくり 

近年、各地で多発する大規模自然災害は、地球温暖化に起因する気候変動によるものと考えられ

ており、今後、更なる頻発化・激甚化が懸念されています。私たちの生命をも揺るがす気候変動問題

に対応するために、国において「2050年カーボンニュートラル」の実現に向けた対策が進められて

います。 

木津川市でも、令和3（2021）年4月に「ＣＯＯＬ ＣＨＯＣＥ」宣言、令和4（2022）年3月に「気

候非常事態・ゼロカーボンシティ」宣言を行うなど、地球温暖化対策の推進を掲げており、脱炭素社

会の実現に向けた環境に配慮した循環型のまちづくりを強化した取組みを進めていきます。 

 

 

◼ ＩＣＴ技術を活用した効率的で人にやさしいまちづくり 

人々の生活の中で、デジタルツールが生活インフラとして定着する中、新型コロナウイルス感染

症のまん延をひとつの契機として社会全体でＩＣＴ技術活用が急加速しています。また、今後一層、

人口減少・少子高齢化が進展する状況下で、人々が安心できる生活が確保され、ひいては、社会全体

が発展し続けるためには、ＩＣＴ技術を有効活用することが不可欠となっています。国においては、

令和5（2023）年6月に「デジタル社会の実現に向けた重点計画」が閣議決定され、行政サービスのデ

ジタル化など安全・安心を前提とした「人にやさしいデジタル化」の推進を進めています。 

木津川市においては、令和2（2020）年に「スマート化宣言」を行い、先端技術やビッグデータの

活用による「スマート」な市政運営を行い、持続的発展性のあるまちづくりを戦略的に進めること

としています。市民サービスの向上、市内産業競争力の強化、効率的な行政運営の推進に向けて、さ

らなるデジタルの力を活用した取組みを進めていきます。 
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 基本構想 

1 まちづくりの基本原則 

木津川市民が幸せを実感できるまちづくりを進めるには、市民、事業者、行政が連携・協力して取

り組むことが重要となります。総合計画の策定にあたり、そのための基本的な考え方を示すととも

に、各主体が共有、実践することにより、将来にわたり持続可能なまちづくりを目指します。 

 

◼ 自助・共助・公助＊で支え合うまちづくりを進めます 

市民・地域社会のニーズが多様化する中、子育て、介護や災害対策など行政だけでは対応が難し

い問題が増えています。また、市の限られた財源の中、行政の取組みには限りがあることから、地域

や民間団体などと連携を深め、各主体がそれぞれの持ち場で力を活かす「自助・共助・公助」で支え

合うまちづくりが求められています。 

 

◼ 情報共有、参加・参画、協働のまちづくりを進めます 

自助・共助・公助のバランスがとれたまちづくりを進める上では、市民と行政が対等な立場でそ

れぞれの役割を果たしていくことが求められています。市民と行政は、情報共有、参加・参画、協働

の3つの方針のもと、連携してまちづくりに取り組むことが求められています。 

 

【情報共有】 

市民と行政は、まちづくりに関する情報を共有し、行政は積極的に情報発信・提供をおこない

ます。 

 

【参加・参画】 

市民は、まちづくりの主体として様々なまちづくり活動への参加に努め、行政は、市民に必要

な公共サービスを効果的・効率的に提供し、魅力あるまちづくりを進めます。市民と行政は、そ

れぞれの発言と行動に責任を持ちます。 

 

【協  働】 

市民と行政は、相互理解と信頼関係を深め、協働によるまちづくりを進めます。行政は、まち

の将来像を示して共有化を図るとともに、市民のまちづくり活動を支援します。 
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2 まちの将来像 

平成19（2007）年の合併により誕生した木津川市は、旧3町が持つ個性や魅力を受け継ぐとともに、

市民、事業者、行政の協働により新しいまちとして成長してきました。その結果、全国的な少子高齢

化、人口減少の中で、多くの子育て世代に魅力あるまちとして選ばれ、人口が増加してきました。ま

た、木津川市の特徴である関西文化学術研究都市＊の建設により、企業・研究所の立地や住宅の整備

が進み、ここから生み出される時代の最先端をゆく様々な果実をまちづくりに反映する段階にきま

した。 

これらを踏まえ、近年、社会環境、経済情勢が大きく変わろうとしている中、木津川市ではこれか

らの10年間をまちの成長期ととらえ、第1次総合計画を継承しつつ、創りあげてきたまちを、さらに

たくましくスマートに育てることで、魅力や個性を伸ばしていきます。豊かな未来に向けて、こど

もの笑顔があふれ、こどもを大切にすることであらゆる世代の市民がいきいきと耀いて暮らせる、

みんなが木津川市に住んで良かった、住み続けたいと幸せを実感できるまち。このまちを将来世代

に引き継ぎ、創造力にあふれたこどもたちが、さらに新しい未来を切り拓いてくれる、そんな持続

可能なまちづくりを進めます。 

 

  
まちの将来像 

子どもの笑顔が未来に続く 幸せ実感都市 木津川 

まちの将来像のイメージ 

幸せを実感できる住みよさがある 

○住む、学ぶ、働く、遊ぶ、安心・安全の暮らしを感じられる。 

○人、組織、地域のつながりと相互扶助で地域課題の解決に取り組んでいる。 

新しい価値や魅力が常に生み出されている 

○市民の感性、創造する力が育ち、活かされるチャンスがある。 

○市内外の交流・ネットワークによる地域づくりが進んでいる。 

○地域の自然・文化や立地環境、関西文化学術研究都市の研究成果などが 

地域個性や産業に活かされている。 

人口が増加し、地域に元気がある 

○こどもが元気に産み育てられ、世代間のバランスが整っている。 

○地域ごとのコミュニティ＊づくりが効果的・効率的におこなわれている。 
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3 人口と都市構造 

(1) 将来人口 

◼ 将来人口の見通し 

人口減少が全国的な課題となっている中、木津川市では順調に人口が増加してきましたが、令和4

年（2022）9月には8万人に達したものの、その後横ばいや減少など、人口増加は一定の落ち着きを見

せる転換期を迎えており、今後は減少に転ずる見込みです。 

 

◼ 将来目標人口 

将来目標人口は、都市の将来の姿を示す基本的な指標であり、また、各行政分野において将来の

行政サービス量を設定するためにも不可欠なものとなります。そのため、「人口ビジョン」における

長期的目標人口を基本とし、最新の人口の動きを踏まえた分析の結果、本計画期間で目指す将来目

標人口を「80,000人」と定めます。 

 

 

 

 

 

 

 

 

将来目標人口 

2028 年 80,000人 
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(2) 将来都市構造 

将来都市構造は、まちの将来像の実現に向けて、市内の各地域の特性や都市機能を活かし、これ

を市内外で連携させることで最大限に機能を発揮できる都市の姿を描くものです。 

持続可能な社会の実現に向けて、集約型の都市構造の構築を基本とし、自然が豊富なこと、関西

文化学術研究都市＊の整備が進められていることなど、まちづくりの特徴を踏まえ、各地域の多様な

まちづくりの中心となる｢拠点｣、市内各地に面的に広がる暮らしや農産業、自然などの「ゾーン」、

道路や鉄道など市内外の交流と連携を担う「交流軸」を設定し、都市機能が道路や公共交通で有機

的に連携したクラスター型＊の都市構造を目指します。 
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4 将来都市構造における拠点、ゾーン、軸の考え方 

中心都市拠点 

市役所周辺からJR木津駅周辺及び城山台地区センターゾーンを一体的

な中心都市拠点と位置付け、行政、商業、医療・福祉など多様な都市機

能を配置します。 

また、木津川市のみならず南山城地域も含めた広域の中心核として、

質の高い都市的サービスを提供する拠点としても位置付けます。 

都市拠点 
交通結節点である JR加茂駅周辺及び JR棚倉駅周辺を都市拠点として、

住民のニーズに対応した商業・業務機能などの都市機能を配置します。 

地域拠点 

近鉄山田川駅周辺や、JR 上狛駅周辺、梅美台の近隣商業地域を地域拠

点として位置付け、地域住民の日常生活に必要なサービスを提供する

拠点の形成を図ります。 

商業拠点 

近鉄高の原駅周辺の平城・相楽地区（京都府域）のセンターゾーンや州

見台地区のセンターゾーンを商業拠点と位置付け、中心都市拠点との

連携を図りながら、関西文化学術研究都市＊における都市活動を支える

高次な商業機能を配置します。 

観光・ 

レクリエーション拠点 

恭仁宮跡、高麗寺跡、椿井大塚山古墳などの史跡や、当尾エリアの浄瑠

璃寺、岩船寺、石仏群など多くの文化財が所在する区域を「観光拠点」

として位置づけ、歴史的・文化的遺産を活かした観光ネットワークの

形成と周辺環境の整備を図ります。 

また、市民の憩いの場として木津川を利用した親水空間を創出すると

ともに、山城町森林公園及び田護池周辺を「レクリエーション拠点」と

して位置付けます。 

山城町森林公園については、周辺環境の整備や魅力の向上を図り、田

護池周辺については、市民の憩いの場としての整備を検討します。 

にぎわい拠点 

国道 24号城陽井手木津川バイパスと国道 163号の結節点については、

市内外の人が利用できる多様な機能を有したにぎわい施設の整備に向

けた検討を行います。 

市街地ゾーン 
行政、商業、居住など様々な機能を有する市街地として位置づけるゾ

ーン。都市拠点を中心に、利便性と質の高い市街地の形成を図ります。 

学研市街地 

ゾーン 

居住、文化学術研究、商業、新たな産業などの機能を有する市街地とし

て位置付けるゾーン。「学研都市建設計画」で位置付けられている各ゾ

ーンの性格を明確にしつつ、特色ある市街地の形成を図ります。 

学研市街地整備ゾーン 
産業系の土地利用を中心とした土地活用を推進するゾーン。権利者の

意向を踏まえながら、まちづくりを目指します。 

学研里地里山共生ゾーン 

既存の里地里山を保全するゾーン。まちの里地里山の景観・生物多様

性の保全や地域づくり及び地域振興の資源として、里地里山環境の再

生を推進します。 
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市街化検討 

ゾーン 

JR 木津駅と城山台との間に位置する地区及び城山台の一部では、計画

的な市街地形成に向けた検討を進めます。 

また、JR棚倉駅東側では、国道 24号城陽井手木津川バイパスの整備及

び主要地方道枚方山城線の同バイパスまでの延伸構想に併せて、周辺

での都市的土地利用の検討を行います。 

田園共生ゾーン 

緑豊かな田園風景を大切にするゾーン。立地条件を活かした新たな技

術による近郊農業の展開を図るとともに、歴史的・文化的遺産を調和

した快適な生活環境づくりにより、田園環境と定住環境の充実を図り

ます。 

森林共生ゾーン 

山林や丘陵地の緑のゾーン。自然環境を地域固有の貴重な緑の財産と

とらえ保全を図るほか、人との自然のふれあいの場としての活用を図

ります。 

広域交流軸 

「総合計画」における交流軸のうち、主要幹線道路である京奈和自動

車道、国道 24号、163号及び国道 24号城陽井手木津川バイパスを「広

域交流軸」として位置付け、京都・大阪・奈良・三重方面をはじめとし

て、全国各地域と本市との連携の強化を図ります。 

また、市域外の関西文化学術研究都市の各クラスターとの広域的連携

や交流の推進による地域活力の創出を目指し、各クラスターを連絡す

る道路の整備促進を図ります。 

拠点・市街地交流軸 

広域交流軸を基軸としつつ、主要地方道奈良加茂線、天理加茂木津線、

八幡木津線、上狛城陽線、枚方山城線（国道 24号城陽井手木津川バイ

パスまでの延伸構想を含む）、一般府道高田東鳴川線、市道木 335号、

木 892号、都市計画道路山手幹線、木津駅前東線、奈良加茂線、東中央

線、松谷線を「拠点・市街地交流軸」として位置付け、各拠点及び市街

地を結び地域の生活や歴史・文化に密着した交流を促進し、各拠点の

結びつきを深めつつ、木津川市の一体性を高めます。 

公共交通軸 
鉄道及び路線バスを「公共交通軸」に位置付け、公共交通の利便性の向

上を促進します。 
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5 まちづくりの基本方針 

(1) 取組みの姿勢 

まちの将来像の実現には、まちづくりの基本原則に示したように市民と行政が協力して取り組ん

でいくことが重要です。市民は日常の生活・活動のなかでまちづくりに取り組み、行政は、適切に行

政サービスを提供するとともに、市民の活動を支援していくことが求められます。これらのことを

踏まえ、木津川市は、次の3つの姿勢に基づき、まちづくり施策を進めます。 

 

○市民とともに進めます 

市民の参加・参画を得て、まちづくり施策を進めるために、市民の意見を取り入れながら、市

民と行政の協働を図るとともに、施策の進め方、成果や課題をわかりやすく情報提供します。 

 

○創意工夫を重ねます 

施策の実施にあたっては、市民の幸せ、豊かな生活に結びつくことを重視し、市民の視点に立

って目的を明確にするとともに、固定観念に捉われず創意工夫を重ねていきます。 

 

○効果的・効率的に運営します 

限られた財源の中でも、その成果が最大となるよう、地域資源や人的資源などを活かして施

策を企画・立案、実行していきます。また、市民生活にどのような効果があるかという視点に立

ち、真に必要な施策を優先して実施するとともに、市役所内の横断的な組織づくりや、自治体の

枠組みを越えた連携に努めていきます。 
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(2) 基本方針 

■基本方針 1 

ともに「学び」「喜び」「成長し」未来を生きるこどもを育むまちづくり 

「子育てするなら木津川市」といわれるまちを目指し、誰もが安心してこどもを生み育てら

れるよう、地域の力を結集して子育て支援を進めるとともに、次代を担うこどもたちが個性や

能力を伸ばしながら、たくましく生きることができる教育・保育環境を整備し、未来を生きるこ

どもを育むまちづくりを進めます。 

政策分野1 子育て 

[施 策] ①子育て支援 ②母子保健 

③乳幼児期の教育・保育サービス ④こどもの人権尊重 

政策分野2 教育 

[施 策] ①教育環境 ②学校教育 ③こどもの健全育成 

 

■基本方針 2 

誰もが生き生きと、生涯元気で暮らせるまちづくり 

誰もが住み慣れた地域で生涯元気で、そして自分らしく生き生きと暮らせるよう、こどもか

ら高齢者までの健康づくりに取り組むとともに、必要な時に医療や福祉が受けられ、地域社会

の中で知識や能力を十分に発揮できる体制づくりを進めます。また、市民一人ひとりが心豊か

に暮らせるよう、年齢に関係なく学び、スポーツを楽しむことができるまちづくりを進めます。 

政策分野3 健康 

[施 策] ①保健・医療 ②福祉医療 ③医療保険 

政策分野4 福祉 

[施 策] ①地域福祉 ②高齢者福祉 ③障がい者福祉 

政策分野5 文化 

[施 策] ①生涯学習 ②スポーツ 

 

■基本方針 3 

一人ひとりが認め合い、力を発揮できるまちづくり 

性別や国籍、文化、価値観の違いを問わず、互いに認め合い、多様性を尊重しあいながら、誰

もが「一人の人間として大切にされている」ことを実感でき、健やかに暮らせる環境づくりを進

めます。そして、市民と行政の連携・協働が進み、市民一人ひとりが個性や能力を活かし、主体

的に地域で力を発揮できるまちづくりを進めます。 

政策分野6 共生 

[施 策] ①人権 ②国際交流・多文化共生 ③男女共同参画 
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政策分野7 協働 

[施 策] ①市民参加・参画 ②地域コミュニティ 

 

■基本方針 4 

人・資源・立地を活かし、未来を拓く産業のまちづくり 

関西文化学術研究都市＊の最先端の科学技術や交通利便性など立地の優位性を活かし、既存産

業やまちづくりと連携・融合することで新たな価値の創造を目指すとともに、未来を担うこど

もたちの知的好奇心の醸成や誇りを持てるまちづくりを推進します。また、豊かな自然や長年

培われてきた歴史文化など豊富な地域資源を大切に守りながら活用し、観光やまちづくりに活

かすことで、市の魅力を高め、活力と賑わいを生み出し、未来を拓くまちづくりを進めます。 

政策分野8 観光交流 

[施 策] ①観光振興 ②文化財の保全・活用 

政策分野9 産業・雇用 

[施 策] ①農林業 ②商工業 ③雇用・労働環境 

政策分野10 関西文化学術研究都市 

[施 策] ①関西文化学術研究都市の活用 

 

■基本方針 5 

災害などから市民を守り、安心・安全に暮らせるまちづくり 

市民の生命や財産を守り、安心で安全な暮らしを確保するため、誰もが災害発生時に迅速か

つ的確に行動できるよう、情報提供に努めます。また、災害に強い都市基盤の整備や危機管理体

制の強化を図るとともに、地域の防災・防犯体制を充実し、犯罪や事件が起こりにくく、すべて

の市民が、安心で安全に暮らせるまちづくりを進めます。 

政策分野11 防災・減災 

[施 策] ①災害対策 ②地域防災 

政策分野12 防犯・交通安全 

[施 策] ①防犯・交通安全 ②消費者保護 

 

■基本方針 6 

快適で住みよい生活環境と、豊かな自然に恵まれたまちづくり 

交通の利便性や関西文化学術研究都市＊の強みと魅力を活かした都市的な便利さ、身近な自然

を併せ持つ持続可能な都市環境を整備し、快適で住みよい生活環境を形成するとともに、こど

もから高齢者まですべての世代が環境に優しい取組みを進め、豊かな自然環境を守りながら魅

力あるまちづくりを進めます。 

政策分野13 都市基盤 
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[施 策] ①都市環境 ②住宅 ③上下水道 

政策分野14 交通ネットワーク 

[施 策] ①道路 ②公共交通 

政策分野15 自然・環境 

[施 策] ①地球環境 ②地域環境 ③循環型社会・環境教育 

 

■基本方針 7 

効果的・効率的な行政運営と市民に開かれたまちづくり 

多様化・複雑化する市民ニーズに対応しつつ、持続可能な都市経営を目指すため、積極的な情

報公開を行うとともに、市民の声や意見の的確な把握に努めます。また、様々な分野での広域連

携や、限られた経営資源の効果的配分による行政運営の効率化や財政の健全化を視点に置いた

まちづくりを進めます。 

政策分野16 情報 

[施 策] ①情報公開 ②広報 ③情報セキュリティ 

政策分野17 行財政運営 

[施 策] ①行政サービス ②行財政改革 ③財政基盤の確立 

④財産管理 ⑤組織・人材育成 ⑥広域連携 
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基本構想の概要 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

まちづくりの基本原則 

 

自助・共助・公助で 

支え合うまちづくり 

情報共有、参加・参画、 

協働のまちづくり 

まちの将来像 

子どもの笑顔が未来に続く 幸せ実感都市 木津川 

幸せを 

実感できる 

住みよさがある 

新しい価値や 

魅力が常に 

生み出されている 

人口が増加し、 

地域に 

元気がある 

まちづくりの基本方針 

基本方針１ 

ともに「学び」「喜び」「成長し」 

未来を生きるこどもを育む 

まちづくり 

基本方針２ 

誰もが生き生きと、 

生涯元気で暮らせる 

まちづくり 

基本方針３ 

一人ひとりが認め合い、 

力を発揮できる 

まちづくり 

基本方針４ 

人・資源・立地を活かし、 

未来を拓く産業の 

まちづくり 

基本方針５ 

災害などから市民を守り、 

安心・安全に暮らせる 

まちづくり 

基本方針６ 

快適で住みよい生活環境と、 

豊かな自然に恵まれた 

まちづくり 

基本方針７ 

効果的・効率的な行政運営と市民

に開かれた 

まちづくり 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

基本計画 
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1. 基本計画の構成 

政策・施策の体系 

 

  

基本方針１ 

ともに「学び」「喜び」「成長し」 

未来を生きるこどもを育む 

まちづくり 

基本方針２ 

誰もが生き生きと、 

生涯元気で暮らせる 

まちづくり 

基本方針３ 

一人ひとりが認め合い、 

力を発揮できる 

まちづくり 

基本方針４ 

人・資源・立地を活かし、 

未来を拓く産業の 

まちづくり 

基本方針５ 

災害などから市民を守り、 

安心・安全に暮らせる 

まちづくり 

基本方針６ 

快適で住みよい生活環境と、 

豊かな自然に恵まれた 

まちづくり 

基本方針７ 

効果的・効率的な行政運営と市民に

開かれた 

まちづくり 

施策 1 子育て支援 
施策 2 母子保健 
施策 3 乳幼児期の教育・保育サービス 
施策 4 こどもの人権尊重 

施策 1 教育環境 
施策 2 学校教育 
施策 3 こどもの健全育成 

施策 1 保健・医療 
施策 2 福祉医療 
施策 3 医療保険 

施策 1 地域福祉 
施策 2 高齢者福祉 
施策 3 障がい者福祉 

施策 1 生涯学習 
施策 2 スポーツ 

策策 1 人権 
施策 2 国際交流・多文化共生 
施策 3 男女共同参画 

施策 1 市民参加・参画 
施策 2 地域コミュニティ 

施策 1 観光振興 
施策 2 文化財の保全・活用 

施策 1 農林業 
施策 2 商工業 
施策 3 雇用・労働環境 

施策 1 関西文化学術研究都市の活用 

施策 1 災害対策 
施策 2 地域防災 

施策 1 防犯・交通安全 
施策 2 消費者保護 

施策 1 都市環境 
施策 2 住宅 
施策 3 上下水道 

施策 1 道路 
施策 2 公共交通 

施策 1 地球環境 
施策 2 地域環境 
施策 3 循環型社会・環境教育 

施策 1 情報公開 
施策 2 広報 
施策 3 情報セキュリティ 

施策 1 行政サービス 
施策 2 行財政改革 
施策 3 財政基盤の確立 
施策 4 財産管理 
施策 5 組織・人材育成 
施策 6 広域連携 

政策分野１ 子育て 

政策分野２ 教育 

政策分野３ 健康 

政策分野４ 福祉 

政策分野５ 文化 

政策分野 6 共生 

政策分野 7 協働 

政策分野 8 観光交流 

政策分野 9 産業・雇用 

政策分野 10 関西文化学術研究都市 

政策分野 11 防災・減災 

政策分野 12 防犯・交通安全 

政策分野 13 都市基盤 

政策分野 14 交通ネットワーク 

政策分野 15 自然・環境 

政策分野 16 情報 

政策分野 17 行財政運営 

〈 まちづくりの基本方針 〉 

 

〈 政 策 分 野 〉 〈 施   策 〉 
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2. 分野別計画 
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基本方針 

１ 
ともに「学び」「喜び」「成長し」 

未来を生きるこどもを育むまちづくり 

政策１ 子育て 

■ 方針 

⚫ こどもを持つことを望む誰もがこどもを持つことに希望を抱き、安心してこどもを産み・育て

ることができるよう、多様化するライフスタイルやこどもの年齢に応じて、悩みを身近で相談

できる体制の構築など、妊娠・出産から子育てまでの切れ目のない支援の充実を図ります。 

⚫ こどもの人権を尊重し、社会全体でこどもを支える体制を整え、こどもたちが安全に健やかに

成長でき、自立が図られる環境づくりを進めます。 

⚫ 待機児童ゼロ、児童クラブ待機ゼロを推進し、共働き世帯の方も安心して働くことができる環

境づくりを進めます。 

⚫ 少子化対策を推進するため、必要な組織を構築し、国や府と連携した経済的支援などの取組み

を速やかに進めます。 

施策：子育て支援／母子保健／乳幼児期の教育・保育サービス／こどもの人権尊重 

 

図 1   地域別こども人口（0～14歳）の推移 

  

関連する SDGsのゴール 
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■ 背景・課題 

木津川市では、新たな住宅開発地区を中心に子育て世代が増加するとともに、働く女性の増加や働

き方の多様化など子育てに関わるライフスタイルに変化がみられます。一方で、核家族化やひとり親

世帯の増加、地域とのつながりの希薄化、さらに最近の物価高騰なども相まって、子育てを巡る環境

は変わってきており、子育て支援に関するニーズは拡大・多様化しています。また、児童虐待、こど

もの貧困、ヤングケアラー等の問題や、さらにそれらの問題が相互に複合し深刻化する場合もあり、

幅広い課題に対応して関係主体が連携して取り組む必要があります。 

 

施策① 子育て支援 

【所管課】くらしサポート課・健康推進課・管理課・学校教育課・こども宝課 

 

Ⅰ．子ども・子育て支援事業の推進 

⚫ 子育てと仕事の両立支援 

 市民ニーズや今後の児童数の動向を踏まえながら、ファミリー・サポート・センター事業な

どの子育て支援事業を推進し、量・質両面からの強化を図るとともに、必要な支援を切れ目

なく包括的に提供します。 

 こどもや保護者が、放課後児童クラブを円滑に利用できるよう量的拡大を図ります。 

⚫ 地域の子育て力の向上 

 こどもや若者、子育て家庭に対し地域で支援を行っているＮＰＯをはじめとする様々な民間

団体等とのネットワークを強化し、積極的な対話、連携、協働を図ります。 

 

Ⅱ．安心して子育てすることができる環境づくり 

⚫ 子育て支援サービスの充実 

 子育て支援センターや保育コンシェルジュを通して、子育ての悩みや不安を相談する機会を

創出するとともに、関係機関との連携を強化し、ライフステージに沿った切れ目ない包括的

な支援の提供を図ります。 

 子育て中の親子が集い、情報交換や子育て相談などを提供するつどいのひろばの充実を図り

ます。 

 就学前の保育だけにとどまらず、こどもや保護者が体験を通じて学べる場づくり等、こども

の成長につながる子育て支援に関する取組みを進めます。 

⚫ 相談体制の充実 

 妊産婦及び乳幼児の健康の保持増進に関する包括的な支援を行うため、妊娠期から子育て期

にわたり切れ目のない支援を提供する子育て世代包括支援センター「宝箱」の充実に努めま

す。 

 こどもに関する貧困や、ヤングケアラーの問題や子育てについての悩み・不安を軽減・解消

できるよう、関係機関や団体などとの連携を強化します。また、子育て期の保護者の悩みな

ど心のケアや、個々の家庭状況及びこどもの発達段階に応じた適切な相談・指導の充実を図

ります。 
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Ⅲ．こどもの居場所づくりの推進 

⚫ こどもの居場所づくり 

 こどもたちが遊びや多様な活動を通して、心身ともに健やかに成長できるよう、交流の機会

や公園をはじめとした遊び場、活動の場を提供します。 

 それぞれの地域性を生かしつつ、放課後や週末などのこどもたちの安心・安全な居場所を提

供し、学習やスポーツ、文化活動、地域住民の交流活動などの取組みを充実します。 

⚫ こどもの個性を伸ばす機会の提供 

 こどもの健全な育成のため専門の指導員が地域の実情に合わせ、自ら育つ力を大切にしてこ

どもを見守り、こどもを取り巻く状況を常に見つめ健やかな育ちの環境づくりに努めます。 

 

Ⅳ．援助を必要とする家庭への支援 

 ひとり親家庭の生活安定に向けて、資格取得を含む就労やこどもの進学にかかる就学などの

支援を継続するとともに、相談内容が複数の機関にまたがる案件、専門的な知識を要する案

件がみられるため、相談者が抱える個々のニーズを把握し、適切な助言を行い、利用可能な

社会的資源につなぐことを目指します。 

 ヤングケアラーについて、実態を把握した上で必要な支援を行うとともに、啓発活動を推進

し、予防に努めます。 

 

《関連計画》 

◼ 第２期木津川市子ども・子育て支援事業計画（2020～2024年度） 

 

《成果指標》 

指標項目 
現況値 

（2022年度末） 

目標値 

(2028年度末) 

乳幼児相談などの利用率 99.9％ 100％ 

保育コンシェルジュ相談件数 3,392件 3,000件以上 

子育て包括支援センター利用者数 1，393人 1，500人 
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施策② 母子保健 

【所管課】健康推進課・こども宝課 

 

Ⅰ．母子保健の充実 

⚫ 母子の健康づくりの充実 

 心身の変化が著しい妊娠・出産期に、健康な生活を送ることができるよう、安心して妊娠・

出産し、ゆとりを持って子育てできるよう、マタニティ広場などによる妊娠期からの継続し

た支援の充実とさらなる周知を図ります。 

 妊婦自身の喫煙や受動喫煙が身体に与える悪影響について、配偶者をはじめ家族に対する啓

発を行うとともに、保護者として望ましい育児行動がとれるよう子育て支援を行います。 

 保護者の健康を保持・増進するため、生活習慣病の予防や若い時からの適切な食事・運動・

睡眠をとることの重要性などについての啓発を進めます。 

 乳幼児健康診査の受診率の向上を目指し、未受診児の把握を継続するとともに、相談内容を

充実させ、満足度の高い健診を目指します。 

⚫ 妊娠から出産までのきめ細やかな支援 

 子育て世帯の経済的な負担軽減のため、妊婦検診の助成や、出産・子育て応援給付金の支給

に取り組みます。 

 安心して出産・子育てができる環境づくりを推進するため、母子保健に関する健診及び相談

活動を充実します。 

 不妊症又は不育症などによりこどもを希望しながらも恵まれない夫婦に対し、その治療費用

を助成することで、不妊などで悩む夫婦の経済的負担軽減に努めます。 

 

《関連計画》 

◼ 第２期木津川市子ども・子育て支援事業計画（2020～2024年度） 

◼ 第２次すこやか木津川２１プラン～健康増進計画・食育推進計画～（2022～2031年度） 

 

《成果指標》 

指標項目 
現況値 

（2022年度末） 

目標値 

(2028年度末) 

三歳児健康診査受診率 93.8％ 100％ 
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施策③ 乳幼児期の教育・保育サービス 

【所管課】健康推進課・こども宝課 

 

Ⅰ．乳幼児期の教育・保育サービスの充実 

 安心で安全、快適な教育・保育環境を確保するため、教育・保育施設の老朽化対策など、よ

り良い環境の整備を計画的に進めるとともに、適正な供給量の確保に努めます。 

 ＩＣＴ等を活用し、保育の質の向上、保護者の利便性向上を進めることで、教育・保育サー

ビスの充実を図ります。 

 病気や病気の回復期の児童を一時的に預かる病児・病後児保育の充実を図ります。 

 

Ⅱ．待機児童対策の充実 

 多様化する保育ニーズや今後の児童数の動向を適正に把握し、幼児教育・保育について適切

な供給量の確保を図ります。 

 

Ⅲ．障がい児・医療的ケア児の受入れの推進 

 増加する障がい児、医療的ケア児の保育ニーズについて、安定的に受入れができる体制の整

備に努めます。 

 

《関連計画》 

◼ 待機児童の解消対策等ガイドライン（2017年 6月改訂）  

◼ 第２次木津川市子ども・子育て支援事業計画（2020～2024年度） 

◼ 木津川市公立保育所民営化等実施計画（2021年 8月一部変更） 

◼ 木津川市公立幼稚園再編実施計画（2022～2026年度） 

 

《成果指標》 

指標項目 
現況値 

（2022年度末） 

目標値 

(2028年度末) 

保育所の待機児童数 0人 0人 

保育所・こども園利用定員に対する利用者数の割合 89.6％ 90％ 
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施策④ こどもの人権尊重 

【所管課】人権推進課・健康推進課・学校教育課・こども宝課 

 

Ⅰ．こどもの人権尊重の推進 

 全国的に増加が著しく、社会問題ともなっているこどもの虐待については、基本的人権の侵

害であり、犯罪であることを市民に広く啓発するとともに、専用ダイヤルによる通報窓口な

どにより、いち早く児童虐待の相談ができる体制を充実します。 

 虐待を未然に防止するため、乳幼児健康診査や訪問指導などの母子保健事業とともに、保育

所、幼稚園、認定こども園、学校、医療機関などとの連携を強化し、リスクの把握に努めま

す。 

 要保護児童及びその家族への援助のため、必要な人員を確保するとともに、関係機関などと

の連携を強化し地域全体でこどもを守る支援体制を推進します。 

 こども家庭センターを設置し、全てのこどもやその保護者などへの相談支援体制・専門性を

強化します。 

 虐待を未然に防止するため、保育所、幼稚園、認定こども園等との連携を強化し、リスクの

把握に努めます。 

 学校をはじめ民生児童委員等の福祉関係者が連携し、こどもに寄り添った学習や生活を支援

できる体制や環境を構築します。 

 児童生徒への学習支援として補充学習の充実、保護者への経済的支援として木津川市子ど

も・子育て支援事業における各種事業や要保護及び準要保護児童生徒への就学援助制度、木

津川市育英資金制度等を活用して、こどものライフステージに応じ支援します。 

 

《関連計画》 

◼ 第２期木津川市子ども・子育て支援事業計画（2020～2024年度） 

 

《成果指標》 

指標項目 
現況値 

（2022年度末） 

目標値 

(2028年度末) 

児童虐待相談件数 462件 → 
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政策２ 教育 

■ 方針 

⚫ 児童・生徒数の変化や情報社会の進展に対応しつつ、中長期的な視点に立ち、計画的に教育施

設・設備環境を整えます。 

⚫ こどもたちの学習意欲向上と学習習慣の両立を図ることで高い学力を身につけ、一人ひとりの

可能性を最大限に引き出して個性や力を伸ばしながら、豊かな人間性や社会の変化に対応でき

る創造力と自主性を育む学校教育の充実、そして教員が能力を発揮できる体制の充実を図りま

す。 

⚫ こどもたちが地域に親しみと愛着を持ち、社会の中で安心安全に育つことができるよう、学校・

家庭・地域の連携をさらに強めます。 

⚫ いじめや不登校、虐待や貧困等により困難な状況にあるこどもたちへの支援を進めます。 

施策：教育環境／学校教育／こどもの健全育成 

 

図 2   木津川市の児童・生徒数の推移 

 

■ 背景・課題 

木津川市の児童数は既に増加から減少に転じており、将来的には開発住宅地の児童数の急激な減少

も予想され、変化に対応した適正な教育環境の維持が必要となります。 

グローバル化や人工知能普及など時代変化に備えるとともに、こどもの生活へのデジタル機器の浸

透と家庭や友人との関わり方の変化などを踏まえ、こどもの主体的・対話的な能力や幅広いコミュニ

ケーション能力、情報活用能力などを育てることが求められます。 

一方、教育現場を支える教職員の業務の効率化や地域・民間との役割分担の見直し等の検討が急務

となっています。 

5,312 5,471 5,659 5,671 5,732 5,750 5,786 5,747 5,650 5,660

1,998 2,092 2,193 2,275 2,332 2,365 2,449 2,551 2,664 2,617

1,842 1,825
1,799 1,825 1,824 1,815 1,715 1,572 1,423 1,344

9,152 9,388 9,651 9,771 9,888 9,930 9,950 9,870 9,737 9,621

0

2,000

4,000

6,000

8,000

10,000

12,000

2013

(H25)

2014

(H26)

2015

(H27)

2016

(H28)

2017

(H29)

2018

(H30)

2019

(R01)

2020

(R02)

2021

(R03)

2022

(R04)

（人）

（年）

児童数（小学校） 生徒数（中学校） 生徒数（高等学校）

資料：学校基本調査、木津川市統計書

関連する SDGsのゴール 



37 

施策① 教育環境 

【所管課】学校教育課・こども宝課 

 

Ⅰ．こどもの教育施設・設備の充実 

 教育施設について、自然災害も含めた施設全体の安全対策を進め、児童生徒の安全を図りま

す。 

 既存教育施設の老朽化に対し、長寿命化を図るため計画的な改修を進めます。 

 健やかなこどもの成長や学校生活環境の充実のため、将来的な教育ニーズに応じた施設整備

に努めます。 

 

《関連計画》 

◼ 木津川市教育振興基本計画（後期）（2019～2023年度） 

◼ 木津川市小・中学校の在り方に関する基本計画（2023年 3月策定） 

◼ 木津川市公立幼稚園再編実施計画（2022～2026年度） 

◼ 木津川市子どもの読書活動推進計画（第三次推進計画）（2022年 3月策定） 

 

《成果指標》 

指標項目 
現況値 

（2022年度末） 

目標値 

（2028年度末） 

「学校に行くのが楽しい」児童・生徒の比率 
小学 6年生 81.6％ 

中学 3年生 82.9％ 

小学 6年生 90％ 

中学 3年生 90％ 

 

施策② 学校教育 

【所管課】学校教育課・こども宝課・社会教育課 

 

Ⅰ．こどもの可能性を伸ばす教育の推進 

⚫ 学校教育の充実 

 「確かな学力」「豊かな人間性」「健やかな体」の調和を重視した「生きる力」を育む教育を

推進します。 

 木津川市情報教育研究会で作成の「情報活用能力体系表」を活用して日常的に情報活用能力

を児童生徒に育んでいきます。 

 児童生徒の発達の段階に応じた情報活用能力の育成に努めます。また、１人１台端末の利活

用を進め、デジタル教材などを活用し、わかりやすく、こどもの学習への興味、関心を高め

る授業を推進します。 
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 こども一人ひとりが自らの夢や志を持ち、進路を主体的に切り拓き、実現につなげることが

できるよう、「キャリアパスポート」の活用を図り、地域社会と連携したキャリア教育を推

進します。 

 特色ある学校づくりやこどもの豊かな成長を支える教員の資質・能力の向上や校種間連携の

充実など信頼される学校づくりを推進します。 

 家庭学習において、デジタルドリル等を活用することで、基礎基本の定着や発展的な学習に

ついて、児童生徒の習熟度や学習進度に合わせた個別最適な学習を推進します。 

⚫ 補充学習の充実 

 学習指導要領の趣旨に沿った「自主的・対話的で深い学び」の実現に向け、知識を活用する

力、思考力、判断力、表現力等の育成を図る授業を進めます。 

 各学力等調査の結果分析から個別最適な学びや協働的な学びにつなげるための授業改善を

進め、補充学習の内容の充実を図るため時間的・人的な拡充を図ります。 

⚫ 特別支援教育の推進 

 学校におけるインクルーシブ教育の理念や視点を踏まえつつ、支援を必要とするこどもに対

し、障がいに基づく種々の困難の改善や克服を進め、社会に参加して周りと関わりながら生

活することができるよう、一人ひとりを大切にする特別支援教育を推進します。 

⚫ 人権教育の推進 

 地域や関係機関と連携し、こどもの人権に関する基本的な理解を深めるとともに、人権感覚

を育てる取組みや、全ての人の尊厳と人権が尊重される共生社会の実現に向けた教育を推進

します。 

⚫ 健康教育の推進 

 安心で安全な学校給食の実施とともに、食に関する年間指導計画に基づき計画的に食育の指導

を実施することにより、食を通してたくましく健やかな体を育む教育を進めます。また、物価高騰

下においてもこどもたちの健やかな成長を守るため、保護者負担に対する支援策を継続します。 

 望ましい生活習慣が確立できるよう、家庭地域との連携はもとより専門機関との連携を進め

る等児童生徒の実態に即した教育を推進します。 

⚫ 国際理解教育の推進 

 グローバル社会の進展に対応するため、コミュニケーション能力の育成に努めるとともに、

外国語指導助手や小学校英語指導講師の効果的な活用など、小中学校での外国語教育の充実

を図ります。 

⚫ 生徒指導の充実 

 社会の一員として持つべき規範意識やコミュニケーション能力の育成を図ります。また、関

係機関と連携し、地域ぐるみでこどもを守り育てる体制づくりを進めます。 

 いじめアンケートや教育相談などにより、いじめなどの問題行動に対する迅速な対応及び未

然防止に向けた取組みを強化するとともに、実効的な指導支援体制の確立を推進します。 

 スクールカウンセラー及びスクールソーシャルワーカーなど相談員の配置や教育支援セン

ターによる児童生徒への支援を推進することで、不登校をはじめとする学校不適応などに対

する相談体制を充実します。 

⚫ 幼児期の教育の充実 

 幼稚園では、こどもたちが互いに協力、尊重、思いやりを学んでいく環境を創造することで、

生涯にわたる人格形成の基礎を培います。また、小学校教育への円滑な接続を推進します。 
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⚫ 貧困対策 

 経済的理由により就学困難な児童・生徒に対し、平等な教育の機会を与えることを目的に、

要保護及び準要保護児童生徒への就学援助に取り組みます。 

 

Ⅱ．地域の特徴を活かした教育内容の充実 

⚫ 郷土教育の充実 

 地域の豊かな自然を活かした農業などの地元産業や、歴史・文化・伝統を積極的に学ぶこと

で、ふるさと木津川市に対する郷土愛を育む、地域に根差した歴史学習や地域学習に取り組

みます。 

⚫ 科学教育の充実 

 関西文化学術研究都市の研究機関や企業・大学などの協力を得て、科学やものづくりへの興

味が広がる体験学習、講話をはじめ研究者などの出前授業、教員への研修などを推進します。 

 

Ⅲ．地域の力を活かした子育ての推進 

⚫ 地域ぐるみの子育て支援 

 放課後や週末に、こどもの安心・安全な居場所を設け、地域住民とこどもたちが交流できる

環境を充実します。 

⚫ 家庭教育の支援 

 家庭教育の役割について、保護者が学び交流する機会を提供し、家庭教育の支援の充実に努

めます。また、関係機関と連携し、子育て相談、交流体制などの充実を図ります。 

 

《関連計画》 

◼ 木津川市教育振興基本計画（後期）（2019～2023年度） 

◼ 木津川市子どもの読書活動推進計画（第三次推進計画）（2022年 3月策定） 

 

《成果指標》 

指標項目 
現況値 

（2022年度末） 

目標値 

(2028年度末) 

「自分には、よいところがあると思う」 

児童・生徒の比率 

小学 6年生 83.9％ 

中学 3年生 81.3％ 

小学 6年生 90％ 

中学 3年生 90％ 

「いじめは、どんな理由があってもいけないこと

だと思う」児童・生徒の比率 

小学 6年生 95.9％ 

中学 3年生 96.9％ 

小学 6年生 90％ 

中学 3年生 90％ 

「家庭学習の時間が、1 日あたり 30 分より少な

い」児童・生徒の比率 

小学 6年生 10.0％ 

中学 3年生 11.9％ 

小学 6年生 7％ 

中学 3年生 7％ 
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施策③ こどもの健全育成 

【所管課】学校教育課・社会教育課 

 

Ⅰ．地域や家庭と連携したこどもの健全育成 

 地域住民が学校やこどもの教育に関心を持ち、地域全体でこどもたちの教育に携われるよう、

学校・家庭・地域の連携・協働による教育支援活動の促進を図ります。 

 ヤングケアラーをはじめ、一人ひとりの環境に応じた支援のため、庁内関係課や関係機関と

の連携・協力など、重層的な支援体制の強化を図ります。 

 国際交流や地域交流などの活動の機会と場を提供し、主体的な青少年活動の活性化と社会参

加を促進します。 

 二十歳のつどいについて、参加者等の意見を運営に反映し、参加者同士の交流が深められる

よう努めます。 

 

Ⅱ．こどもの安全対策の強化 

 こどもに対する防犯意識を高め、ＰＴＡ、ボランティア、スクールガードリーダーや関係機

関などが連携し、地域における防犯体制の強化を促進します。 

 児童の通学時の安心・安全を確保するため、ＰＴＡやボランティアなどの協力を得て、通学

路などにおける防犯体制の強化を図ります。 

 

《関連計画》 

◼ 木津川市教育振興基本計画（後期）（2019～2023年度） 

 

《成果指標》 

指標項目 
現況値 

（2021年度末） 

目標値 

(2028年度末) 

スクールセーフティボランティアの登録者数 2,370人 2,300人 
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基本方針 
２ 誰もが生き生きと、生涯元気で暮らせるまちづくり 

政策３ 健康 

■ 方針 

⚫ 市内外の医療機関・福祉機関と連携しながら医療体制、救急・休日医療体制の充実を図ります。 

⚫ フレイルや生活習慣病の予防、健康寿命の延伸などに向け、健診体制や啓発活動の充実による

市民の主体的な健康づくりに取り組みます。 

⚫ 今後の新たな感染症の予防や発生時対策に向けて、医療体制の整備や生活スタイル啓発などを

進めます。 

⚫ 医療保険については、国民健康保険制度の安定的な運営に努めるとともに、心身障害児（者）、

ひとり親家庭、こども及び高齢者を対象とした福祉医療の助成を図ります。 

施策：保健・医療／福祉医療／医療保険 

 
図 3   要支援・要介護認定者数の推移 

 

■ 背景・課題 

高齢化がさらに進み要介護者が増加する中で、医療保険制度の維持が大きな課題になっています。 

市民の誰もが必要な時に医療や介護を受けることができる環境を確保するとともに、自らが日常的

に健康を意識し生活を見直して健康づくりを行うことで、病気の予防と健康寿命を伸ばしていくこと

につながります。 

また新型コロナウイルス感染症の経験を踏まえ、さらなる感染症を予防・抑制するとともにその影

響を最小にできるような新たな社会・生活づくりに向けた取組みが必要です。 

 

関連する SDGsのゴール 
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施策① 保健・医療 

【所管課】健康推進課 

 

Ⅰ．安心して医療をうけられる体制づくり 

⚫ 救急医療体制の充実 

 市内の医療機関、保健所、福祉施設などの連携により、初期救急医療の充実に向けた取組み

を推進します。重症患者などに対応する二次救急医療などについて、京都山城総合医療セン

ターにおいて、救急部門専任医師の配置体制を継続する等、診療体制の充実に向けた支援を

推進します。 

⚫ 休日診療体制の充実 

 夜間や休日においても、誰もが安心して医療を受けることができるよう、相楽休日応急診療

所について周知を図るとともに地域医療のネットワークづくりの支援などの広域的な医療

体制の充実が図れるように努めます。 

 

Ⅱ．健康づくりの推進 

⚫ 健康予防対策の推進 

 定期予防接種の勧奨に努めます。 

 疾病の早期発見のため、がん検診をはじめ、歯周病疾患検診、骨粗しょう症検診等の各種検

診の受診率向上に取り組みます。 

 健康相談や健康教育による生活習慣病の予防改善、健康増進計画に基づく市民の主体的な健

康づくりへの支援など、積極的に健康予防対策を推進します。 

⚫ 精神保健事業の推進 

 精神障がい者の社会復帰及びその自立と社会経済活動への参加促進のため、相談窓口などの

充実に努めます。 

 

Ⅲ．感染症対策の推進 

 新型コロナウイルス感染症の経験を踏まえ、今後の感染症の動向を把握し、国や京都府から

の情報収集に努め、流行している感染症に適した予防行動を市民に周知、指導します。 

 

《関連計画》 

◼ 第２次すこやか木津川２１プラン～木津川市健康増進計画・食育推進計画～（2022～2031年度） 

◼ 木津川市新型インフルエンザ等対策行動計画（2017年策定） 
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《成果指標》 

指標項目 
現況値 

（2022年度末） 

目標値 

(2028年度末) 

がん検診受診率（胃がん） 7.2％ ↑ 

予防接種の接種率（麻しん風しん） 
（MR２期） 

100.2％ 

（MR２期） 

100％ 

 

施策② 福祉医療 

【所管課】国保年金課 

 

Ⅰ．安心医療の推進 

 市民が安心して医療が受けられるよう、心身障害児（者）、ひとり親家庭、こども及び高齢

者を対象とした福祉医療費の助成を図ります。 

 精神障害者（児）を対象とした福祉医療費の助成に取り組みます。 

 

《成果指標》 

指標項目 
現況値 

（2022年度末） 

目標値 

(2028年度末) 

福祉医療助成件数 246,949 → 

 

施策③ 医療保険 

【所管課】国保年金課 

 

Ⅰ．国民健康保険及び後期高齢者医療保険の充実 

⚫ 国民健康保険の充実 

 京都府と連携し、医療費の適正化や国民健康保険税の適正な負担を求めることなどにより、

国民健康保険の安定的な運営に努めます。 

 患者の負担の軽減と国民健康保険医療費の削減を目的とし、ジェネリック医薬品の普及を推

進します。 

⚫ 京都府後期高齢者医療制度の充実 

 国などの動向を注視し、京都府後期高齢者医療広域連合との連携により、高齢者の保健事業

と介護予防等の一体的な実施事業を推進します。 
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Ⅱ．保健、健康づくり(保険医療）の推進 

⚫ 保健、健康づくり事業の実施 

 医療保険の適正な運営や疾病の予防などを目的に、保健、福祉と連携した健康づくりに関す

る事業を積極的に推進します。 

 国民健康保険被保険者に対し生活習慣病に関する健康診査及び保健指導を推進します。 

 病気の早期発見・早期治療のため、健康診査を実施するほか、介護予防と保健事業の一体的

な実施により、後期高齢者医療保険被保険者の健康増進に努めます。 

 

《関連計画》 

◼ 木津川市国民健康保険第３期データヘルス計画（2024～2029年度） 

◼ 木津川市国民健康保険第４期特定健康診査等実施計画（2024～2029年度） 

 

《成果指標》 

指標項目 
現況値 

（2022年度末） 

目標値 

(2028年度末) 

国保特定健康診査受診率 
Ｒ5.10月頃発表数

値 
60％ 

利用者の腹囲２㎝、体重 2㎏減少の割合 
Ｒ5.10月頃発表数

値 
60％ 

ジェネリック医薬品の普及率 74％ 80％ 
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政策４ 福祉 

■ 方針 

⚫ 年齢や障がいの有無・程度に関わりなく、支援を必要とする人が、適切なサービスを受けるこ

とができる体制の強化と社会参加や就労機会の充実に向けた環境づくりを進めるとともに、分

野別の支援体制では対応しきれないような複雑化・複合化した支援ニーズに対応できるよう包

括的な支援体制を構築します。 

⚫ 高齢化の進展に伴い、認知機能の低下や要介護状態の高齢者の増加が予測される中で、住み慣

れた地域で、自分らしい暮らしを人生の最後まで続けられるよう、市民と協働し、生きがいや

健康づくり、尊重しあえる社会づくり等地域社会全体で支えあい、安心して暮らせるサービス

基盤づくりを進めます。 

施策：地域福祉／高齢者福祉／障がい者福祉 

 
図 4   高齢化率の推移 ～国・京都府との比較～ 

 

■ 背景・課題 

木津川市では、高齢者のみの世帯、認知症高齢者及び経済的困窮者の増加、障がい者の障がいの重

複化・多様化などがみられることに加え、社会的な孤立やヤングケアラー、個人・世帯が複数の生活

課題を抱えるなどの問題も生じており、支援や介護を必要とする市民が増え、ニーズは複雑になりつ

つあります。また、新型コロナウイルス感染症の流行時には、要支援対象者への直接的なケアや啓発

が制限されるなど新たな問題も生じました。 

地域福祉の重要度は今後一層増すものと考えられ、支援の必要な人が地域で安心して暮らしさらに

社会参加できるよう、幅広い課題に対応した取組みを進めていく必要があります。 
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施策① 地域福祉 

【所管課】社会福祉課・くらしサポート課 

 

Ⅰ．地域福祉の推進 

⚫ 地域で見守り・支えあう体制づくり 

 地域福祉計画・地域福祉活動計画に基づき、市民との協働による福祉のまちづくり活動を推

進します。また、市民・地域主体の福祉活動として、ボランティア活動、地域での支え合い

活動を促進します。 

 住民同士の「集い」や「見守り」は、人々のつながりづくり、課題の把握や早期対応に有効

であり、引き続き充実を図るとともに、木津川市と社会福祉協議会、自治会、民生児童委員、

学校など、地域と関わる様々な人や機関が連携し、ともに支え合う地域共生社会の実現に取

り組みます。 

 犯罪や非行の防止と罪を犯した人たちの更生について理解を深め、それぞれの立場において

力を合わせ、犯罪のない地域社会を目指す「社会を明るくする運動」について、広報活動の

充実を図ります。 

⚫ 福祉関連施設の充実 

 公共施設をはじめとした市内の各施設において、誰もが利用できるよう、バリアフリー化を

促進します。 

 住み慣れた土地で安心して暮らしを継続していけるよう、地域の各種団体や事業者と連携し、

切れ目ない支援の充実に努めます。 

 

Ⅱ．自殺者対策の推進 

 「生きることが包括的な支援」という自殺対策の趣旨について、市民の理解と感心を深め、

心の健康の重要性を認識しながら、自らの心の不調に気づき、適切に対処できるように、メ

ンタルヘルスチェックシステム「こころの体温計」やゲートキーパーの普及啓発を実施し、

自殺対策の充実を図ります。 

 自殺対策地域連絡協議会での木津川市自殺対策計画の進捗状況の評価及び検証を通して、よ

り市民の悩みに寄り添った施策を展開します。 

 

Ⅲ．生活保護受給者、生活困窮者への自立支援 

 生活保護世帯や生活困窮者に対し、生活の安定、自立を図るため、助言や支援に努めるとと

もに、職員の専門性向上や多くの関係機関との連携強化を図ります。 

 

Ⅳ．ヤングケアラー、虐待、貧困等への対策の強化 

 ヤングケアラーをはじめ、一人ひとりの環境に応じた支援のため、庁内関係課や関係機関と

の連携・協力など、重層的な支援体制の強化を図ります。 
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《関連計画》 

◼ 第３次木津川市地域福祉計画・木津川市地域福祉活動計画（2020～2024年度） 

◼ 第１次木津川市自殺対策計画（2019～2023年度） 

 

《成果指標》 

指標項目 
現況値 

（2022年度末） 

目標値 

(2028年度末) 

ボランティア登録者数（累計） 1,249人 1,500人 

自立支援就業者数（生活困窮者の就労者数） 18人 ↑ 

 

施策② 高齢者福祉 

【所管課】高齢介護課 

 

Ⅰ．介護予防と健康づくりの総合的な推進 

⚫ 介護予防の総合的な推進 

 高齢者が可能な限り要介護状態になることを予防するため、介護予防事業の周知に努めると

ともに介護予防サポーターの養成等地域住民と連携し、人と人とのつながりを通じて住民主

体の身近な通いの場が広がるような地域づくりを進めます。 

 介護予防・日常生活支援総合事業等を総合的かつ効果的に実施し、高齢者の自立した生活を

支援します。 

⚫ 健康づくりの総合的な推進 

 介護予防の基礎となる健康づくりにおいては、保健師、栄養士、医師などと連携し、生活習

慣病予防や健康増進などの生涯を通じた健康づくりに関する知識の普及・啓発を推進します。 

⚫ 生きがいづくりと社会参加の促進 

 高齢者をはじめ市民が主体的に学習活動やサークル活動などを行えるよう、情報提供やニー

ズに対応した多様な学習機会の提供を図るとともに、サークル活動・ボランティア活動をは

じめ多種多様な活動を支援します。 

 健康で働く意欲のある高齢者が豊かな経験を活かし、働くことを通じ、生きがいや社会参加

ができるよう、シルバー人材センターの活動について広く周知するとともに、高齢者が就労

できる場づくりについて、シルバー人材センターをはじめ、ハローワーク等の就労支援機関

との情報共有を図りながら検討を進めます。 

 高齢者が活躍できる地域資源の把握や、ボランティア等の生活支援の担い手の養成、関係者

間のネットワークの構築について、生活支援コーディネーターなどと協働しながら、地域住

民とともに地域で高齢者が生きがいを持ち活躍できる場の創出に取り組みます。 

 

Ⅱ．住み慣れた地域で安心して生活できる支援体制の充実 

⚫ 地域包括ケアシステムの推進 
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 日常生活圏域の実情に応じた、医療・介護・介護予防・生活支援等を包括的に提供できる地

域包括ケアシステムの更なる推進、強化に努めます。 

 人と人、人と地域がつながり、すべての人が地域で暮らし、生きがいを共に創り高め合う、

地域共生社会の実現を目指します。 

⚫ 医療と介護の連携の推進 

 入退院支援、日常の療養支援、急変時の対応、看取り、認知症対応、災害時対応等の様々な

局面において、医師会をはじめ相楽管内の医療機関や介護事業者等と連携し、在宅医療・介

護連携を推進する体制整備を図ります。 

⚫ 安心できる住まいの確保と防災・防犯対策の推進 

 高齢者が安全に安心して暮らすため、適切な住まいを選択し利用できるよう、様々な施設・

居住系サービス等の事業を精査し、高齢者のニーズに合った住まいの支援体制を検討します。 

 要支援者の個別避難行動計画策定をはじめ、防災部局との連携を図りながら、高齢者への防

災意識向上に取り組むとともに、迅速かつ的確な避難支援体制の整備を推進します。また、

高齢者の防犯体制について関係機関と連携しながら安心して暮らしていける環境づくりに

努めます。 

⚫ 地域における支え合い活動の推進 

 高齢者の孤立化を防ぎ、いきいきとした人生を送れるよう、地域や自治会、ボランティア団

体、介護サービス事業者等との連携・協力により、地域課題の抽出、ボランティア人材の育

成、地域資源の把握・創出等を行い、世代を超えて地域住民が共に支えあう福祉活動を推進

します。 

 

Ⅲ．認知症対策の総合的な推進 

 認知症の方が、尊厳を保ちながら、住み慣れた地域で安心して暮らし続けることができるよ

う、地域住民が認知症の正しい理解を得るための啓発を行うとともに、本人や家族の思いを

尊重しながら地域づくりに取り組みます。 

 医療や介護などの専門的な支援や認知症バリアフリーの取組みを継続し、認知症の人及びそ

の家族の支援等を行うとともに、早期発見・早期対応を行うための体制の整備や、人材育成、

認知症に関する一層の普及・啓発、地域での対応を進めるための基盤整備など、各種支援施

策を総合的に推進します。 

 

Ⅳ．高齢者の尊厳の確保と権利擁護の推進 

⚫ 高齢者の人権尊重と虐待の防止 

 認知症や障がいなどにより差別や偏見を受けることのないよう、高齢者虐待など、高齢者の

人権問題に関する啓発を進めるとともに、高齢者本人とともに養護者・家族等への支援や地

域住民の見守り活動へつながるような取組みを進めます。 

⚫ 権利擁護の推進 

 成年後見支援センターを中心に関係機関が連携し、高齢者の生活や権利、財産を守るため、

福祉サービス利用援助事業や成年後見制度の利用につなげるなどの支援を行います。 
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Ⅴ．持続可能な介護保険事業の運営 

⚫ 介護サービスの質の向上 

 高齢者が介護を要する状態になっても、住み慣れた地域で自立した生活を営むことができる

ように、利用者の状態に応じたサービスを提供します。また、自立につながる適切なケアマ

ネジメントの推進に向け、介護サービス事業者や介護支援専門員に対する指導・助言を行い

ます。 

 介護サービスの利用がスムーズにできるようわかりやすい情報の提供に努めるとともに、Ｉ

ＣＴ機器等の整備支援や電子申請届出システムの活用により、介護事業所の生産性向上や負

担軽減を図ります。 

⚫ 介護給付費の適正化に向けた取組みの推進 

 限られた資源を効率的・効果的に活用し、団塊ジュニア世代が65歳以上となる令和22（2040）

年に向け、必要な給付を適切に提供するため介護給付の適正化事業を推進します。 

 

《関連計画》 

◼ 第１０次木津川市高齢者福祉計画・第９期木津川市介護保険事業計画（2024～2026年度） 

 

《成果指標》 

指標項目 
現況値 

（2022年度末） 

目標値 

(2028年度末) 

介護予防サポーター数（累計） 230人 350人 

認知症サポーター数（累計） 10,604人 15,000人 

 

施策③ 障がい者福祉 

【所管課】社会福祉課 

 

Ⅰ．障がい福祉の計画的な推進 

⚫ 障がい福祉サービスの充実 

 障がいの種別や程度に関わりなく、日常生活を送るために必要となるサービスの提供体制を

確保するとともに、地域生活支援拠点等の整備により地域全体で障がいのある人を支える包

括的な支援体制づくりに努めます。 

⚫ 支援体制の整備・充実 

 障がいのあるこどもが、日常生活の中で自立した活動を行えるよう、新設する児童発達支援

センターを中心に、保育所、幼稚園、認定こども園、学校、児童相談所、医療機関、さらに

地域も含めた関係機関との連携強化を図ります。 

 障がい児相談支援・障がい児通所支援について、利用者のニーズを勘案したサービス提供体

制の整備・強化に努めます。 
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 聞こえに障がいのある人とない人が支え合う社会を目指し、言語としての手話の普及を進め

ます。 

 

Ⅱ．障がいのある人等の自立に向けた支援 

 障がいのある人が、地域で自立した生活を送るために必要となる日中活動の場の確保と充実

に努めるとともに、就労支援においては障害福祉サービスの利用と関係機関、企業等の連携

により、地域全体で雇用機会の拡大を図ることで、一般就労への移行や定着を推進します。 

 障がいのある人の社会参加促進のため、スポーツ・レクリエーション活動等への参加の機会

や障害者いきいきサポート窓口の充実に努めます。 

 

《関連計画》 

◼ 第３次木津川市障害者基本計画 支えあいプラン（2020～2023年度） 

◼ 第６期木津川市障害福祉計画・第２期木津川市障害児福祉計画（2021～2023年度） 

 

《成果指標》 

指標項目 
現況値 

（2022年度末） 

目標値 

(2028年度末) 

福祉施設からの一般就労への移行者数(累計) 23人 30人 

 

  



51 

政策５ 文化 

■ 方針 

⚫ 全ての市民が自己を磨き豊かな人生を送れるよう、生涯を通じて学び、文化・芸術にふれ、ス

ポーツやレクリエーションを楽しむことができる機会を充実させるとともに、その成果を自ら

の暮らしと地域に活かすことができるまちづくりを進めます。 

施策：生涯学習／スポーツ 

 

 

図 5   地域での区・自治会活動などのコミュニティ活動への今後の参加意向 

 

■ 背景・課題 

こどもから高齢者までが、年代やライフスタイルに応じた様々な学びや趣味に取り組むことにより、

日々の生活が充実し豊かな人生を送ることにつながります。 

市民が、スポーツ、野外活動、文化・芸術、地域活動等のさまざまな場面で、新たな知識や技術を

学んだり活動を楽しむことのできる機会を創出し、その成果をまちづくりに活かすことができる環境

づくりが必要です。 

 

  

協力して
いきたい

60 .5  %  

66.7 % 

積極的に参加、

協力していきたい

5.2

7.7

都合がつく範囲で参加、

協力していきたい

55.3

59.0

あまり参加したくない

18.9

13.8

どちらともいえない

19.5

16.9

不明・

無回答

1.1

2.6

0% 20% 40% 60% 80% 100%

凡例

今回調査

(N= 1,415)

2017年度調査

(N= 2,055)

今

後

関連する SDGsのゴール 



52 

施策① 生涯学習 

【所管課】学研企画課・社会教育課 

 

Ⅰ．生涯学習の機会・施設環境の充実 

⚫ 生涯学習機会の充実 

 市民のニーズを反映した講座の実施に努め、生涯学習活動を通じて市民の交流が広がるよう

受講者間のネットワークづくりやスキルの向上、各種団体が交流できる機会の提供を促進し

ます。 

 生涯学習の講座や催し、魅力などの情報を収集・整理し、市民にわかりやすく発信します。 

 デジタル化ニーズに対応するため、奈良市との連携による電子図書館の利用に努めます。 

 関西文化学術研究都市における文化の創造と発信の取組みの活用を図ります。 

⚫ 誰もが気軽に利用できる施設環境の整備 

 各生涯学習施設について、地域に密着した学習活動の場となるよう、利用者の意見を聞き、

施設運営に反映します。 

 こどもから高齢者まで、誰もが気軽に図書館など様々な教育・文化施設を活用し、日常生活

がより楽しく豊かになるような取組みを進めます。 

 公民館活動や生涯学習の場となっている施設の老朽化などの現状から、交流会館や文化セン

ターなどに公民館機能を持たせるなど、活動の場の確保や各種活動を支援します。 

 

Ⅱ．市民との連携による生涯学習の推進 

 学校、地域、家庭の連携を促進し、地域で支える学校教育の推進や放課後こども教室などに

より、こども達への支援の充実を図ります。 

 地域交流活動を支援し、人と人とのネットワークづくりを推進します。 

 

《関連計画》 

◼ 第２次木津川市生涯学習推進計画（2024～2033年度）策定中 

 

《成果指標》 

指標項目 
現況値 

（2022年度末） 

目標値 

(2028年度末) 

公民館サークル加入者数(累計) 528人 530人 

図書館の図書貸出冊数 593,409冊 593,500冊 
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施策② スポーツ 

【所管課】社会教育課 

 

Ⅰ．スポーツ活動の促進 

 市民一人ひとりが日常生活にスポーツ・レクリエーションを取り込み、活動できるよう、ス

ポーツ協会などと連携し、育成・支援を図ります。 

 市民が快適で安全にスポーツ・レクリエーションに親しめるように、体育施設の充実に努め

ます。 

 スポーツ団体や指導者の育成に努めるとともに、生活に身近な場所で手軽にスポーツに親し

むことができるニュースポーツなどの普及・充実を図り、スポーツを通じて地域の一体感の

醸成や、市民の健康と体力の向上を促進します。 

 

《成果指標》 

指標項目 
現況値 

（2022年度末） 

目標値 

(2028年度末) 

スポーツ推進委員活動回数 26回 60回 

体育スポーツ協会及びスポーツ少年団会員数

(累計) 
1,878人 1,900人 
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基本方針 
３ 一人ひとりが認め合い、力を発揮できるまちづくり 

政策６ 共生 

■ 方針 

⚫ 市民が人権や平和に対する正しい知識を持ち行動ができるよう、家庭、学校、地域、職場など

あらゆる場での人権学習や啓発、平和学習及び男女共同参画の取組みを進めます。 

⚫ 国や文化、性別・性指向等の違いを超えた多様な価値観を尊重し、幅広い視野や国際感覚を養

うため、様々な国・まち・人との交流を図り、地域における多文化共生の取組みを進めます。 

⚫ 一人ひとりの尊厳と人権が尊重され、地域社会において生涯現役で活躍することのできる共生

社会を目指します。 

施策：人権／国際交流・多文化共生／男女共同参画 

 

 

図 6   木津川市の在住外国人の推移 

 

■ 背景・課題 

在住外国人の増加による国際化や女性の社会参加などが進み人権意識が浸透しつつある一方で部

落差別、こどもや女性、障がい者、外国人などをめぐる人権問題、さらにヘイトスピーチや性的マイ

ノリティなど特定の集団や個人への誹謗中傷、プライバシー侵害やＤＶ、ハラスメントなどが社会問

題となっています。また、身元調査やインターネット上での人権侵害も根深く存在しています。 
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市民一人ひとりが尊厳をもって生活し、その力が活きる共生社会の実現に向け、あらゆる立場の人

が相互理解を深め人権を守る取組みが求められます。 

 

施策① 人権 

【所管課】人権推進課 

 

Ⅰ．人権教育・啓発、権利擁護の推進 

 「あらゆる人々が、あらゆる機会に人権教育・啓発に参加することにより、人権という普遍

的文化を木津川市において構築すること」を目標とした人権教育・啓発推進計画に基づき、

一人ひとりの生命と尊厳が守られる社会実現のため、人権意識の高揚を図る取組みを進めま

す。 

 様々な人権問題の解決に向け、人権尊重理念の普及と市民理解を深めるため、多様な人権学

習機会の提供を行います。 

 人権啓発協議会と連携し「つなごう- 心と心- ひろげよう- 笑顔の輪」をテーマとする人権

文化のつどいを開催するなど、人権啓発の推進に向けた情報発信を充実します。 

 一人ひとりがお互いの個性や価値観の違いを認め合い、だれもが生涯現役でいきいきと地域

で生活できる共生社会の実現を目指し、人権教育・啓発の取組みを進めます。 

 

Ⅱ．人権相談・情報発信拠点の充実 

 人権に関する生活上の相談や情報発信を行う拠点として、人権課題の解決に関する各種事業

を行い、人権センター機能の充実を図ります。 

 

《関連計画》 

◼ 木津川市人権教育・啓発推進計画（第２次）（2016～2025年度） 

 

《成果指標》 

指標項目 
現況値 

（2022年度末） 

目標値 

(2028年度末) 

人権研修会の参加者数 3,189人 7,000人 
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施策② 国際交流・多文化共生 

【所管課】人事秘書課・学研企画課・社会教育課 

 

Ⅰ．国際交流の推進 

⚫ 多様・多彩な人々の英知を結集するまちづくりの実現 

 市民レベルでの国際交流を図り、地域の活性化の確立に努めます。 

 友好都市であるサンタモニカ市との交流を通じて、国際理解を深め、異なる価値観を尊重す

る姿勢の醸成に努めます。 

 広い視野を持った国際性豊かな人材の育成を図り、その知見を活用できるよう努めます。 

 

Ⅱ．多文化共生の推進 

 市内に暮らす外国人も同じ市民として、互いの価値観を尊重し、相互理解を深めるための文

化交流などの機会の充実、外国人が安心して生活を送れるよう日本語教育など生活支援の強

化を図るよう努めます。 

 市内立地企業において、外国人材の受け入れの活発化、大阪・関西万博を契機として木津川

市を訪れる外国人旅行者の増加が予測されるなど、社会状況の変化を踏まえ、多言語対応の

まちづくりを推進します。 

 

《関連計画》 

◼ 木津川市多言語対応の推進に向けたガイドライン（2019年 12月策定） 

 

《成果指標》 

指標項目 
現況値 

（2019年度末） 

目標値 

(2028年度末) 

「外国の人と友達になったり、外国のことに

ついてもっと知ったりしてみたいと思う」児

童・生徒の比率 

小学 6年生

68.4％ 

中学 3年生

59.3％ 

小学6年生70％ 

中学3年生62％ 
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施策③ 男女共同参画 

【所管課】人権推進課 

 

Ⅰ．男女共同参画の推進 

 「男女がともに輝くまちづくり」を基本理念とした『第 2次木津川市男女共同参画計画～キ

ラリさわやかプラン～』に基づき、「あらゆる分野における女性の活躍推進」、「男女共同参

画の意識づくり」などを基本目標として、男女がともにあらゆる分野に参画し、お互いを尊

重しあう男女共同参画社会の実現に向けて取り組むとともに、性別に基づく固定概念にとら

われない、職場・地域社会での男女共同参画の促進に向けた施策を推進します。 

 「女（ひと）と男（ひと）みんなが主役 すてきな木津川市（まち）」をテーマとするキラ

リさわやかフェスタを開催するなど、男女共同参画推進に向けた情報発信を充実します。 

 

Ⅱ．女性の就業支援・情報発信拠点の充実 

 就労支援・健康・生活講座や女性相談などを実施して、女性の地位向上・社会参加の促進及

び女性問題の解決のため、情報発信や相談対応の拠点として女性センター機能の充実を図る

とともに広報活動を強化します。 

 

《関連計画》 

◼ 第２次木津川市男女共同参画計画 キラリさわやかプラン（2021～2030年度） 

 

《成果指標》 

指標項目 
現況値 

（2022年度末） 

目標値 

(2028年度末) 

審議会における女性委員の割合 40.1％ 
40％以上 

60％以下 
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政策７ 協働 

■ 方針 

⚫ 社会の健全な発展と活力ある地域づくりを進め、市全体の活性化につなげていきます。 

⚫ 地域活動に参画する市民のアイデアや行動力をまちづくりに活かし、市民と行政が協働できる

よう、まちづくり情報の提供・交換や協働事業の仕組みづくりなどを進めます。 

⚫ 誰もが気軽に参加し、これからの時代にふさわしいコミュニティ活動が持続できるように支援

します。 

⚫ 若い世代の定着やふるさと木津川市への想いを醸成するため、若者の意見を収集・反映させる

取組みや仕組み構築などを検討し、促進します。 

施策：市民参加・参画／地域コミュニティ 

 

図 7   市民と行政が協働を推進していく上で、市が優先的に取り組むべきこと 

 

■ 背景・課題 

木津川市では、高齢化による地域づくりの担い手減少や、ライフスタイルの変化に伴うコミュニテ

ィ活動への関心の希薄化が進み、さらには新型コロナウイルス感染症の影響もあって、機能の弱体化

が懸念されます。その一方で、ＳＮＳでの情報交換や地域の枠を超えた市民活動など、まちづくりへ

の参画スタイルの変化や広がりが見られます。 
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市民ニーズや地域課題が多様化するなかでまちづくりを進めるために、市民・地域が主体となって

社会課題を見つけ、解決していくことが重要であり、持続可能なコミュニティ活動を支援するととも

に、市民の多様な活動を盛り立てていくことが求められます。 

 

施策① 市民参加・参画 

【所管課】人事秘書課・学研企画課・総務課 

 

Ⅰ．市民参加の推進 

⚫ 市民と行政との協働体制の確立 

 市民と行政が協働し、各主体がそれぞれの持ち場で力を活かす「自助・共助・公助」で支え

合うまちづくりを推進し、活動を支援します。 

⚫ まちづくり活動への支援の充実 

 誰もが「住みたい・住み続けたい・住んでよかった」と実感できるよう活力と魅力のあるま

ちづくりを目指すため、市内で頑張る個人・団体の郷土愛を活かした活動への支援を進めま

す。 

 多様・多彩な市民の豊かな経験や英知をまちづくりに活かすため、市民が交流できるよう情

報提供や機会づくりを進めます。 

 活用できる補助制度に関して、広く周知し、持続可能な活動ができるよう支援します。 

⚫ 市民の声を市政に活かす仕組みの充実 

 まちづくりを進めるうえで、市民の多様な意見を施策に反映させるため、パブリックコメン

ト制度、市民ワークショップ、各種審議会への公募委員の参画など市民と行政の協働施策の

充実を図ります。 

 若者世代が参画したワークショップの開催や、市民が参加する市長懇談会の開催など、市民

のシビックプライドの醸成に努めます。 

 若い世代の選挙や政治に対する関心を高めるため、市内の小・中学校において出前講座を実

施する等、各種選挙啓発活動を継続します。また、投票所のバリアフリー化やＩＣＴ活用の

投開票システム等、より投票しやすい環境づくりに努めます。 

 

《成果指標》 

指標項目 現況値 
目標値 

(2028年度末) 

審議会における市民・市民代表の割合(2023年度末) 4.0％ ↑ 

マチオモイな仲間たち(2022年度末) 13件 20件 
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施策② 地域コミュニティ 

【所管課】学研企画課・総務課 

 

Ⅰ．自治会など地域コミュニティの活性化 

 魅力ある地域づくりや活動を推進するため、地域長と連携し、地域と市政の情報共有を図り

ます。 

 自治会活動や自治会などが取り組む自主的な魅力ある地域づくり活動に活用できる補助制

度の周知や、今後の集会所のあり方についての検討等を進め、地域活動を支援します。 

 コミュニティ助成制度を通じて、自治会活動や自治会などが取り組む自主的な魅力ある地域

づくり活動を支援します。 

 

Ⅱ．学校などとの地域連携 

 小、中、高等学校、大学などでは、地元地域を対象とし、福祉、環境、文化、芸術、スポー

ツなど、様々な分野で連携が進んでおり、特色ある学校づくりの活動などに対する支援や、

様々な施策において地域との協働・連携を推進します。 

 インターンシップを受入れ、多様な考えを市政に反映することを推進します。 

 

《成果指標》 

指標項目 
現況値 

（2023年度） 

目標値 

(2028年度末) 

地域コミュニティ活動参加率 41.6% 45% 
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基本方針 
４ 人・資源・立地を活かし、未来を拓く産業のまちづくり 

政策８ 観光交流 

■ 方針 

⚫ 「お茶の京都」をはじめとするテーマ性・ストーリー性を持たせた資源間のネットワーク、Ｓ

ＮＳ等多様な媒体を活用した効果的な情報発信と外国人を含む来訪者の受入体制の充実を図る

とともに、周辺自治体とも連携した広域的な周遊型観光戦略を進めます。 

⚫ これらの取組みの素材となる文化財をはじめとする地域資源の発掘、現状把握と保存・保全策

の充実を図るとともに、地域と一体となって新たな魅力を引き出し、市民のまちへの愛着や誇

りを深め、さらには観光交流につなげることによって、関係人口の創出を図ります。 

⚫ 国や京都府と連携し、恭仁宮跡の特別史跡昇格を目指す取組みを行うとともに、恭仁宮跡を中

心とした京都府南部地域の発展に向けて、歴史と文化を活かしたまちづくりを進めます。 

施策：観光振興／文化財の保全・活用 

 
図 8   木津川市の観光入込客数 

■ 背景・課題 

木津川市は豊かな文化財や自然、町屋からなる歴史的景観、お茶に代表される特産物などに恵まれ、

これらを観光などの地域づくりに活用してきました。新型コロナウイルス感染症の影響で落ち込んで

いた観光入込客数は回復してきており、京都・奈良間に位置する強みも活かした訪問者の増加も期待

できます。 
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資源や立地のポテンシャルを今以上に発揮し地域の価値向上や観光誘客に結び付けていくために

は、資源間のネットワークを強化して面的な魅力を高めるとともに、積極的なシティプロモ―ション

や、インバウンド訪日観光も含めた快適な周遊環境整備などが必要です。 

 

施策① 観光振興 

【所管課】観光商工課 

 

Ⅰ．観光振興 

⚫ 魅力ある地域資源の活用 

 地域の優れた歴史的遺産や文化的遺産、歴史的に水運を利用してきた木津川を中心とする豊

かな自然環境及び農林業などを活用した観光活動を推進するとともに、木津川市と関連性の

強い奈良・京都の歴史的遺産、文化的遺産との連携した広域的な観光ルートの充実やインバ

ウンド誘客に対応できる観光・交流産業の育成・発展を図ります。 

 観光協会、ＮＰＯ、ボランティア、ふるさとミュージアム山城などと連携・協働し、観光振

興に取り組みます。 

 一般社団法人京都山城地域振興社（お茶の京都ＤＭＯ）を中心に進められている「やましろ

観光」事業と連携・協働し、歴史探訪や自然体験などの広域的な事業への参画を図り、新た

な地域の魅力の掘り起こしを進めます。 

⚫ 地域が主体となった観光の推進 

 森林・里地里山を観光レクリエーションや体験型・滞在型学習活動の場として活用するため、

森林公園、ＮＰＯ、ボランティアなどと連携・協働した取組みを推進します。 

 地元の農産物などの活用や、工芸品など特産物の開発を促進するとともに、販売ルートの確

立を図ります。 

 市民などの地域間交流及び観光産業・地域産業の振興を図るため、市民協働による祭りやイ

ベントなどの支援を進めます。 

 歴史的な町並みや、地域特産品などの特色を活かした地域づくりと地域の魅力発信に努め、

戦略的に観光産業の展開を図ります。 

 

Ⅱ．歴史と自然のネットワークづくり 

 多様な観光関連団体などと連携し、市内に数多く点在する豊かな歴史的遺産、文化的遺産な

どを活かした観光コースづくりや探訪ツアーの造成に取り組みます。 

 外国人観光客に対応した観光案内板やまちかど観光案内所の充実に努め、多言語対応パンフ

レットなどを活用し、観光地に訪れる市民や観光客の快適性の向上に取り組みます。 

 現代アートの活用やクリエイターと連携し、市内の各地域の魅力を発見・発信します。 
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Ⅲ．旧奈良街道や大仏鉄道の活用 

 山背古道を活用したウォーキング事業や、沿線周辺の店舗などと連携し、地域の魅力を伝え

る取組みを進めます。 

 奈良市や関係団体と連携しながら、ウォーキングルートである大仏鉄道遺構めぐりを観光資

源として活用し、まちへの愛着づくりや魅力発信を進めます。 

 

《関連計画》 

◼ お茶の京都 木津川市マスタープラン（2015年度策定） 

◼ 当尾地域力創造プラン（2015年度策定） 

 

《成果指標》 

指標項目 現況値 
目標値 

(2028年度末) 

木津川市を訪れた観光客数（2022年末） 641,207人 1,000,000人 

観光消費額（2022年末） 2,148,354千円 2,500,000千円 

観光ボランティアガイドの登録者数(累計) 

（2022年度末） 
91人 100人 

まちかど観光案内所数（2022年度末） 82か所 92か所 

 

施策② 文化財の保全・活用 

【所管課】観光商工課・文化財保護課 

 

Ⅰ．歴史的・文化的遺産の保全と活用 

 史跡恭仁宮跡を、観光スポットや歴史学習の場として活用するため、整備に向けた取組みを

京都府と連携し進めるとともに、必要な史跡指定地の公有化を推進します。 

 第一次整備の完了した史跡高麗寺跡の適正な維持と活用を推進します。 

 史跡椿井大塚山古墳の防災施設整備を進めるとともに、今後の活用整備内容を検討します。 

 史跡奈良山瓦窯跡と史跡神雄寺跡の保全と環境整備に向け取り組みます。 

 文化財保存活用地域計画の推進実行体制を整備し、地域総がかりでの文化財保存活用の取組

みを推進します。 

 国宝を含む国指定文化財、府指定等文化財及び市指定文化財はもとより、未指定文化財も含

め、後世に継承すべき文化財の保全に努めます。 

 発掘調査による出土品をはじめとする市所有文化財や関連資料の適切な保管と、見学者や貸

出への対応など活用の利便性向上のため、施設整備による資料の集約化を図ります。 

 当尾地区の石仏群を安全に散策できるよう、危険木除去等の取組みを継続し、観光ルートの

整備や景観維持に努めます。 
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Ⅱ．市民との連携による歴史学習の推進と文化財の公開 

 文化財保存活用地域計画に基づき、文化財所有者や愛護団体など、関係者による計画推進実

行委員会を組織し、学習活動や情報発信に取り組むことによって、市民のふるさとに対する

誇りと郷土愛の向上に努めます。 

 

《関連計画》 

◼ 木津川市文化財保存活用地域計画（2023年度策定） 

 

《成果指標》 

指標項目 
現況値 

（2022年度末） 

目標値 

(2028年度末) 

文化財出前講座開催件数（累計） 33件 110件 

史跡恭仁宮跡公有化率 54.5％ 60％ 
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政策９ 産業・雇用 

■ 方針 

⚫ 市内農産物のブランド化、６次産業化への取組み支援、他産業との連携強化により、農業の魅

力や生産性を高めるとともに、市外への販路拡大、市内の農産品ブランドの認知向上、地産地

消を推進し、また多様な担い手の確保・育成を図り、持続可能な農業の実現を目指します。 

⚫ 地域の商工業を活性化し、地域経済の成長と雇用創出を図るため、産業競争力の強化、ものづ

くり企業との連携、地域商社をはじめとするコミュニティビジネスの推進、企業誘致の推進に

取り組みます。 

施策：農林業／商工業／雇用・労働環境 

 

図 9   販売農家数及び経営耕地面積の推移 

 

■ 背景・課題 

農業や商工業などの地域産業は、生産性の低下や後継者不足により、維持・継承することが難しい

状況ですが、大消費地に近い強みを有しており、更にコロナ禍でテレワークなど場所を問わない働き

方が進展し、地方への関心が高まるなど、働き方に関する意識や環境が大きく変わりつつあります。 

これらの状況を踏まえて、市内での創業者支援や産業の振興・活性化により、若者や女性など多様

な人材の雇用の確保が求められています。 
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施策① 農林業 

【所管課】農政課・建設課 

 

Ⅰ．安定した付加価値の高い農業の振興 

⚫ 農業経営の安定対策 

 農業の経営感覚に優れた人材を確保・育成していくため、ＪＡや関係機関と連携し、経営コ

ストの削減や収益の向上などを目的とした各種研修会や意見交換会などの開催に向けた取

組みを進めます。また、女性の経営参画への意識醸成、機会づくり等の支援を進めます。 

 営農基盤づくりのため、ほ場整備、かんがい排水施設整備、老朽ため池の改修など、農業生

産基盤整備を計画的に進めます。 

 遊休農地や不作付地の解消・発生防止及び農業施設の長寿命化を目的とし、農業などの担い

手に集中する水路・農道などの管理を地域で支え、農地集積にかかる活動を支援します。 

⚫ 担い手育成支援 

 担い手不足の解消のため、ＪＡや関係機関と連携し、農業技術者研修や営農指導の充実に努

めます。 

 遊休農地や不作付地を増やさないために、地域計画で定めた地域の課題解決に向けた担い手

の確保や遊休農地の発生防止・解消に向けた各種の取組みを支援します。 

 意欲ある新規就農者などに対し、就農段階における具体的なニーズに対応したきめ細かな支

援を実施するとともに、各ステージに応じた的確な支援が受けられるよう国・京都府等の支

援策を周知するなど、関係機関が連携してサポートします。 

⚫ ブランド農産物の推進 

 地域特性を活かした伝統野菜の産地形成を進めながら、新たな農産物の開発や付加価値化を

推進するとともに、農業者などによる市内農産物のブランド化に向けた事業を支援します。 

 市内農業者、経営者、学識者、一般消費者、クリエイターなどで組織する「木津川市農で頑

張る協議会」と連携し、６次産業化などを通じて、木津川市の農産物に更なる付加価値を生

み出していく取組みを支援します。 

⚫ 茶業の振興 

 茶生産者の育成を図るため、優良茶園づくり、優良品種の導入、茶品評会の出品に対する支

援、また新規就業希望者への研修等を図ります。 

 茶業の振興を図るため、「お茶の京都木津川市マスタープラン」に基づき、戦略的な拠点づ

くりや、お茶をテーマとした広域観光・地域活性化に係る「お茶の京都ＤＭＯ」事業などと

の連携を更に進めます。 

⚫ 地産地消の推進 

 学校給食との連携や、観光商工団体の協力などにより、市内農産物の直売所の設置に向けた

支援など、地産地消を推進します。 

 市民に木津川市産食材の消費を促し、フードマイレージ縮減による環境負荷低減に努めなが

ら、地域における豊かな食文化の創造と発展を目指します。 

⚫ 鳥獣被害対策 

 有害鳥獣などによる農作物への被害を防止するため、京都府などと連携し、被害の実態調査、

研究、生息個体数の適正な管理、防除施設の設置を支援します。 
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 狩猟者の高齢化による担い手不足を解消するため、狩猟免許取得助成や狩猟事故に対応した

共済への加入助成などの担い手確保に向けた取組みを強化します。 

 地域ぐるみの防除活動について、先進地事例の紹介をはじめとした各種支援を実施します。 

 民間の食肉処理加工施設と連携し、ジビエの活用と捕獲活動の活発化を推進します。 

 

Ⅱ．豊かな里山づくりへの林業の振興 

 森林整備計画に基づき、森林資源の保全など、地域の特性に応じた林業振興施策を推進しま

す。 

 森林組合、ＮＰＯ、ボランティアなどと協働し、放置竹林や松枯れ及びナラ枯れ対策など、

森林の保全を図ります。 

 森林環境譲与税を活用した森林経営管理制度や京都府豊かな森を育てる府民税などを活用

し、森林の整備や保全、森林資源の循環利用を進めるための取組みを進めます。 

 

《関連計画》 

◼ 木津川農業振興地域整備計画（2014年度改定） 

◼ 木津川市森林整備計画（2023～2032年度） 

◼ 木津川市鳥獣被害防止計画（2023～2025年度） 

◼ お茶の京都木津川市マスタープラン（2015年度策定） 

 

《成果指標》 

指標項目 
現況値 

（2022年度末） 

目標値 

(2028年度末) 

地域計画（京力農場プラン）の作成地域数（累

計） 

0地域 8地域 

市内農産物直売所数（累計） 11か所 14か所 
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施策② 商工業 

【所管課】観光商工課 

 

Ⅰ．商工業の活性化 

 快適で利便性の高い商工業環境の整備や各種税制優遇などによるスタートアップの推進、商

業の経営基盤の強化などを進め、産業競争力を強化します。 

 便利でにぎわいのある中心都市拠点を目指すとともに、加茂・山城地域の都市拠点において、

商業・業務機能の充実を図り、活力あるまちづくりを進めます。 

 

Ⅱ．企業の振興及び連携強化 

 ものづくり企業が生産現場を公開し、来場者にものづくり工程や技術を体験してもらう機会

を創出することで、市内企業の振興及び連携強化を図ります。 

 

Ⅲ．伝統産業の支援及びコミュニティビジネスの推進 

 伝統産業の支援・振興を図るとともに、地域の特産品や伝統工芸品などの調査を行い、地場

産品を用いた商品の企画・開発を行います。 

 地域の活性化を目的に、地域商社をはじめとするコミュニティビジネスの取組みを推進しま

す。 

 

Ⅳ．企業誘致の推進 

 京都府や関係機関などと連携し、周辺環境に配慮した企業の誘致活動を展開します。 

 景気動向や企業の立地需要に応じた土地利用の規制緩和や整備手法を検討します。 

 

《関連計画》 

◼ 相楽地域商業ガイドライン（2022年 6月改正） 

◼ 中小企業等経営強化法に基づく導入促進基本計画（2023～2025年度） 

 

《成果指標》 

指標項目 
現況値 

（2022年度末） 

目標値 

(2028年度末) 

産業競争力強化支援事業利用件数（累計） 93件 120件 

ものづくり企業による体験会実施回数 18回 20回 

地場産品を用いた商品の企画・開発（累計） 3件 15件 
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施策③ 雇用・労働環境 

【所管課】観光商工課 

 

Ⅰ．創業支援・雇用対策の充実 

⚫ 雇用の場の確保 

 雇用吸収力の高い企業の誘致や、既存企業の活力向上などの支援に取り組み、魅力ある雇用

の場の確保に努めます。 

⚫ 就業支援対策の強化 

 関係機関と連携し、アフターコロナや人材不足の影響を注視しつつ、雇用創出等のイベント

開催を検討するとともに、イベントや市内企業の情報発信を行い地元雇用に繋げます。 

⚫ 創業支援の充実 

 木津川市商工会や各創業支援機関と連携し、創業セミナーや個別相談のほか、創業後の支援

など、創業支援を継続します。 

 

Ⅱ．多様な働き方を選択できる環境づくり 

 労働者不足が深刻化する中、事業所の労働者の離職を防止し、事業所運営を安定する目的の

ために、フレックスタイム制やテレワークを推進する施策を検討します。 

 

《関連計画》 

◼ 木津川市創業支援事業計画（2016年度策定） 

 

《成果指標》 

指標項目 
現況値 

（2022年度末） 

目標値 

(2028年度末) 

市内誘致企業における市民雇用者数 566人 600人 

特定創業支援事業に係る証明書交付者数（累計） 55人 70人 
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政策 10 関西文化学術研究都市 

■ 方針 

⚫ 未整備クラスターの整備や学研地区への企業・研究所の誘致を引き続き進め、土地の有効活用

を図ります。 

⚫ 市外の学研地区も含めた立地企業・大学と市内商工業者間の連携を図り、最先端の学術研究や

科学技術などの成果を活用することで、既存産業の再生・活性化や新規産業の創出を図り雇用

を促進します。 

⚫ 関西文化学術研究都市にふさわしい市街地、景観などを整備するとともに、その成果を周辺地

域にも波及させることで、木津川市の都市的な魅力・価値を高めます。 

施策：関西文化学術研究都市の活用 

 

 
出典：公益財団法人 関西文化学術研究都市推進機構 

出典：関西文化学術研究都市（京都府域）の建設に関する計画（京都府） 

図 10   けいはんな学研都市 各クラスターの整備状況（令和 5年 4月現在） 

■ 背景・課題 

文化・学術・研究の拠点としての役割を担う学研地区の基盤が整備され、企業・研究所などの立地

が進み、都市は成熟段階に向かいつつあります。これら先端的な知の集積ともいえる施設群が持つ機

能や活動の成果、情報発信力などを地域の産業をはじめ文化や生活にも活かすことで、産業の活性化

のみならずまちづくりにつなげていくことが求められています。 

一方、都市づくりの経年に伴う人口減少などの課題も発生してきており、形成してきた都市ストッ

クを将来にわたり持続的に発展させる取組みも必要です。 

関連する SDGsのゴール 
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施策① 関西文化学術研究都市の活用 

【所管課】学研企画課・観光商工課・都市計画課 

 

Ⅰ．関西文化学術研究都市の整備促進 

⚫ 個性ある都市景観の形成 

 自然と生活の調和や都市的交流の場を創出し、未来を拓く知の創造都市にふさわしい緑と生

活のある街並みの形成を進め、関西文化学術研究都市の個性ある都市景観の形成に努めます。 

⚫ 関西文化学術研究都市機能の充実 

 関西文化学術研究都市の中核を担う自治体として、大学などの文化学術研究施設や研究開発

型産業施設の立地を推進するなど、その都市形成と機能充実を促進します。 

 関西文化学術研究都市の魅力を高めるため、構成自治体や関係機関などとの産学官連携を進

め、情報発信を図ります。 

 大阪・関西万博と連携した「けいはんな万博 2025」に向け、関係団体と連携を図ります。ま

た、イノベーション創出する都市づくりをはじめ、スマートシティ実現に向けた取組みを関

係機関と連携して推進します。 

⚫ 学研木津北地区 

 学研木津北地区では、木津川市の里地里山景観のシンボル性や歴史的重要性を考慮し、生物

多様性第２次木津川市地域連携保全活動計画に基づき、地域づくりや地域振興の資源として、

里地里山保全を図るとともに、各種団体や市民参加による里地里山保全活動を支援します。 

⚫ 学研木津東地区 

 学研木津東地区では、主として、文化学術研究施設や研究開発型産業施設などの集積を図る

区域（文化学術研究ゾーン）などとするとともに、良好な環境の創出を誘導するエリアとし

て柔軟に土地利用を検討します。 

 学研都市の知の集積を活用して新たな産業の創出を支援します。 

⚫ 平城・相楽地区 

 平城・相楽ニュータウンの高齢化や人口減少に対応するため、奈良市及び精華町などと連携

し、近鉄高の原駅前広場再整備などによる地域活性化を図り、まちの魅力を次代に継承し、

持続的な発展を目指します。 

 ハイタッチ・リサーチパークでは、研究開発型産業施設などの立地による新たな事業展開や

地区の活性化を促進します。 

⚫ 都市的サービス機能の充実 

 関西文化学術研究都市のセンターゾーンにおいて、商業核などの都市的サービス機能の充実

を推進します。 

 学研都市の知の集積を活用して新たな産業の創出を支援します。 
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Ⅱ．関西文化学術研究都市との連携 

⚫ 新しい価値の創造 

 多様化する地域課題に対応するため、関西文化学術研究都市における教育・産業・医療・福

祉・交通などの各分野の最先端技術と、情報が集まる知の集積である大学・研究機関・企業

との連携・協働による取組みを推進します。 

 「世界トップレベルの研究開発型オープンイノベーション拠点」の形成を目指す「新たな都

市創造プラン」を推進するとともに、関係機関との連携・協働を進めます。 

⚫ 研究成果を活用したまちづくり 

 学研地区内に立地する京都大学大学院農学研究科附属農場や同志社大学（学研都市キャンパ

ス）をはじめとする大学・研究機関・企業のマッチングなどに取り組みます。 

 各関係機関と連携を図り、農業をはじめとする木津川市の産業・ビジネスなどへの有効活用

できる取組みを推進します。 

⚫ 新たな文化の創造 

 関西文化学術研究都市の先進的な研究活動やまちづくりを活かした多様なイベント開催な

どを通じて、新しい地域文化の創造活動を支援します。 

⚫ 新産業・新事業の創出 

 地域経済の活性化や雇用の創出を図るため、新産業創出交流センターと連携し、研究所や研

究開発型産業施設などの集積を活かした新産業・新事業の創出を目指します。 

 新産業創出交流センター主催のフォーラムや商談・展示会などにおいて、関西文化学術研究

都市をＰＲするなど、さらなる企業立地を促進します。 

 立地企業等懇談会など、立地企業間の交流を図り、新事業の創出や企業間連携を促進します。 

 最先端の研究成果を活かしたイベントを開催し、新事業創出や企業間連携を促進するととも

に、次代を担うこども世代の意識づくりに結び付けます。 

 

《関連計画》 

◼ 木津川市学研木津北・東地区土地利用計画（2012年 2月策定） 

◼ 生物多様性第２次木津川市地域連携保全活動計画 

 ～みもろつく鹿背山再生プラン～ （2024～2033年度） 

◼ 地域未来投資促進法に基づく京都府木津川市基本計画（2017～2022年度） 

 

《成果指標》 

指標項目 
現況値 

（2022年度末） 

目標値 

(2028年度末) 

学研地区内の誘致事業所数(累計) 27事業所 ↑ 

里地里山保全活動参加者数 3,948人 4,000人 
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基本方針 
５ 災害等から市民を守り、安心・安全に暮らせるまちづくり 

政策 11 防災・減災 

■ 方針 

⚫ 市民の「生命」と「財産」を守るため、治山・治水対策、防災拠点となる公共施設やインフラ

の耐震化など災害に強い都市基盤の整備、避難施設等の整備を推進し、被害を最小化するため

の強靭なまちづくりに取り組みます。 

⚫ 災害時の支援や復旧に関わる団体との連携強化を図り、効果的な支援体制を構築するなど、防

災以外の分野も含めて関係機関との連携による危機管理体制の強化を進めます。 

⚫ 地域の防災リーダーを養成する取組みを強化し、地域防災力の向上を図るとともに、防災情報

発信力の強化、日頃からの市民への防災情報の提供などによる防災意識づくりや要支援者対策

により、防災・減災体制を充実します。 

施策：災害対策／地域防災 

 

図 11   地震や水害、火災に対して安心・安全なまちにするために必要な取組み 

■ 背景・課題 

近年、豪雨等自然災害が全国で激甚化・頻発化し、木津川市においても南海トラフ地震や木津川を

はじめとする河川による浸水が危惧され、防災・減災対策の重要性が高まっています。 
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出典：木津川市のまちづくりに関するアンケート調査結果（市民対象）(令和5年7月)
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関連する SDGsのゴール 
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対策として、行政による「公助」、地域で助け合う「共助」、市民自らが災害への備えをする「自助」

の一体で取り組むことが不可欠であり、災害に強い都市基盤をつくるハード施策と、情報発信力や市

民の危機意識を高めるなどのソフト対策をバランスよく総合的に進めていくことが必要です。 

また、感染症がまん延するなかでの避難所のあり方など、これまで想定されなかった新たな課題も

明らかになってきており、これらを踏まえて施策を見直すことも求められます。 

 

施策① 災害対策 

【所管課】危機管理課・建設課・まちづくり事業推進室・管理課・都市計画課・工務課 

 

Ⅰ．治山・治水対策の強化 

 市民の生命や財産を水害から守るため、市内の木津川支流域において、内水を強制排除する

ため排水設備などの改修・整備を進めるとともに、国や京都府などの関係機関に対し、積極

的な支援を働きかけます。 

 地震や大雨による土砂災害対策及び天井川対策として、急傾斜地、河川、雨水排水施設など

の改修・整備について関係機関に働きかけます。 

 

Ⅱ．地震対策などの強化 

 橋りょう診断結果に基づき、計画的な修繕・架け替えを行うことで、地域の道路網の安全性・

信頼性を確保します。 

 木造住宅について、地震発生時の倒壊や火災による被害拡大防止のため、耐震診断・耐震改

修などを支援し、市域における建築物の耐震化に努めます。 

 水道施設について、地震などに強い施設整備を図るとともに、災害時の応急給水や施設の早

期復旧体制の確立を図ります。 

 木津川市新水道ビジョン（中間改訂）に基づき、地震などに強い施設整備を推進するととも

に、災害時の応急給水や施設の早期復旧体制の確立をより一層図ります。 

 橋りょうの経年劣化により、今後も継続的に修繕・架け替えが必要となるため、木津川市橋

りょう長寿命化修繕計画をもとに、計画的に事後保全から予防保全（健全度の判定区分Ⅱ（予

防保全段階））の対応に取り組みます。 

 公共施設の多くは、災害時に避難所として活用することから、災害時における拠点機能確保

の観点からも、利用状況や危険度などを踏まえ、「木津川市建築物耐震改修促進計画」に準

じて、必要に応じて施設の耐震化を推進します。 

 

《関連計画》 

◼ 木津川市建築物耐震改修促進計画（2016～2025年度） 

◼ 木津川市橋りょう長寿命化修繕計画（2020年 2月策定） 

◼ 木津川市新水道ビジョン（中間改訂）（2024年 3月策定） 
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《成果指標》 

指標項目 
現況値 

（2022年度末） 

目標値 

(2028年度末) 

木造住宅耐震改修補助活用件数(累計) 40件 80件 

 

施策② 地域防災 

【所管課】危機管理課・社会福祉課 

 

Ⅰ．危機管理体制の強化 

 地域防災計画や国民保護計画に基づき、市民、企業、医療・福祉機関、行政との連携強化を

図るとともに、関係機関との協議を継続します。 

 相楽中部消防組合と連携し、火災や予防、災害に対する体制の充実と連携を図ります。 

 京都府防災情報システムにより迅速な災害情報を把握するとともに、防災行政無線や防災情

報メール、市公式ＬＩＮＥなどの情報伝達手段の多重化を活用することにより、地域住民へ

の避難指示など、災害に関する重要な情報の「迅速」かつ「正確」な伝達に努めます。 

 土砂災害警戒区域などにおける啓発・周知を含めた警戒避難体制の確立を図ります。 

 

Ⅱ．地域防災力の向上 

 災害発生時における初動体制を確立するため、自主防災組織の立ち上げや防災リーダー育成

及び活動に対する支援充実を図ります。 

 災害に強いまちづくりを進めるため、地域における防災リーダーの確保を目標として、防災

士の養成に向けた事業計画を策定し、防災士養成事業を進めます。 

 

Ⅲ．自らの命は自ら守る意識の向上 

 高齢者や障がい者等の要配慮者のうち、災害時に自ら避難することが困難であり支援を要す

る避難行動要支援者について、避難支援者や支援方法を定める「避難行動要支援者名簿個別

計画」の策定を推進し、避難支援体制の整備を図ります。 

 災害時要支援者名簿の各地域における利活用方法の把握と問題点の整理が必要であること

から、引き続き情報収集し、運用体制の整備に努めます。 

 

Ⅳ．消防・防災施設と避難所の整備 

 初期消火活動の充実に向け、消防団との連携を強化するとともに、消防団施設や消防水利の

適正な維持管理に努めます。 

 災害時備品、備蓄食糧などを検討し、避難所運営体制の充実を図ります。 
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《関連計画》 

◼ 木津川市地域防災計画（2023年度一部修正） 

◼ 木津川市業務継続計画（2023年 5月一部修正） 

 

《成果指標》 

指標項目 
現況値 

（2022年度末） 

目標値 

(2028年度末) 

自主防災組織率 78.1％ 85％ 

自主防災組織活動回数 292回 330回 

防災士養成人数 146名 300名 
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政策 12 防犯・交通安全  

■ 方針 

⚫ 関係機関と連携し、防犯施設や交通安全施設など、地域の安全を高めるための基盤整備を進め

ます。 

⚫ 危険を回避するための方法を啓発するなど住民の意識と知識を高め、地域ぐるみでの見守り体

制を充実することで、犯罪や事故が起こりにくい日常生活における安心・安全な地域づくりを

進めます。 

施策：防犯・交通安全／消費者保護 

 

図 12   木津川市の交通事故発生件数と死傷者数の推移 

 

■ 背景・課題 

こどもや高齢者を狙った犯罪やインターネットによる犯罪、高齢者ドライバーや自転車による交通

事故の増加など、日常生活におけるリスクは複雑化・多様化しています。特にスマートフォンの各世

代への普及に伴い、インターネットを利用した詐欺や性犯罪、消費者トラブルなどが大きな社会問題

となっています。 

これらの問題に対する市民の危機感が高まっている一方で、転入者の増加や核家族化などを背景に

これまで地域の安全に寄与してきたコミュニティ機能が弱くなっており、あらためて市民の防犯意識

の向上や、行政と住民の協働による地域を守る取組みが求められています。  
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施策① 防犯・交通安全 

【所管課】総務課・危機管理課・建設課・管理課・学校教育課 

 

Ⅰ．安心・安全なまちの推進 

⚫ 防犯灯の適正な維持管理 

 夜間における犯罪を抑止し、安心で安全なまちづくりを進めるため、設置基準に基づき、防

犯灯を整備します。併せて、老朽化した防犯灯の維持管理等、迅速に対応できる体制づくり

を目指します。 

⚫ 防犯意識の向上と自主的な防犯組織の育成 

 各地域における自主的な防犯意識の育成を図るため、市民、行政、警察などの関係機関が連

携し、市内に設置している防犯カメラの維持管理も含めて防犯体制を強化し、市民の防災意

識の向上を図ります。 

 

Ⅱ．市営駐輪場・駐車場の適正な管理運営 

 市民が安心して利用できる運営手法を検討するとともに、敷地内の清掃・放置自転車対策を

講じます。 

 

Ⅲ．交通安全対策の推進 

⚫ 交通安全啓発の充実 

 交通安全対策協議会などの関係機関と協力した街頭啓発等の実施により、交通ルールの遵守

や交通事故未然防止に向けた意識の向上に努めます。 

⚫ 交通安全施設の整備 

 児童・生徒などの歩行者や自転車利用者などの安全を確保するため、移動経路や通学路など

の生活道路について、道路の新設や改良に合わせ、道路標識、路側帯、道路照明や防護柵な

どを整備します。 

 交通事故の多発する箇所について、設置基準に基づき、特に危険性の高い箇所から優先的か

つ効率的にカーブミラーなどの交通安全施設の整備を進めるとともに、交通安全意識の高揚

に努めます。 

⚫ 高齢者運転免許証自主返納の促進 

 運転免許が返納できない高齢者ドライバーに対して、警察等関係機関との連携により、自主

返納に係る啓発と併せて安全運転教室等を実施し、高齢者の生活環境の確保に努めます。 

 

《関連計画》 

◼ 木津川市交通安全計画（2021～2025年度） 
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《成果指標》 

指標項目 
現況値 

（2022年度末） 

目標値 

(2028年度末) 

犯罪発生件数 194件 ↓ 

交通死亡事故件数 2件 ↓ 

 

施策② 消費者保護 

【所管課】観光商工課 

 

Ⅰ．消費者保護対策の推進 

 消費生活におけるトラブルや犯罪に巻き込まれることが無いよう、市民への正しい消費意識

の普及と情報の提供に努めるとともに、相楽広域行政組合をワンストップ窓口とし、相談活

動を充実するなど、消費者トラブルの早期解決に努めます。 

 

《成果指標》 

指標項目 
現況値 

（2022年度末） 

目標値 

(2028年度末) 

消費者相談件数 425件 ↓ 
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基本方針 
６ 

快適で住みよい生活環境と、 

豊かな自然に恵まれたまちづくり 

政策 13 都市基盤 

■ 方針 

⚫ 計画的な土地利用、新たな拠点整備等により、環境に調和した都市機能の充実、集約化とネッ

トワーク化を図るとともに、良好な景観・まちなみづくり等を進め、さらなる快適な住環境と

地域魅力の向上を図ります。 

⚫ 入居世帯の高齢化や小規模化等にも対応した市営住宅ストックの整備、空家バンクの充実等に

よる空家・空き地の利活用で「住みたい・住み続けたい」と選ばれる住宅環境づくりを進めま

す。 

⚫ 適切な維持管理と耐震化工事等により、上水道の安定供給確保と上下水道の防災性向上を図り

ます。 

施策：都市環境／住宅／上下水道 

 

図 13   京都府内の空き家数及び空家率の推移 

■ 背景・課題 

木津川市は学研地区の開発などを背景に発展を続けてきましたが、成熟期に近づくなか、残された

開発を計画的・効果的に進めるとともに、整備してきた住宅地や老朽化・震災リスクが懸念される上

下水道について、維持・管理、更新に対応していく必要があります。 
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また、中山間地域を中心に過疎化、空家の増加もみられ、多様化するライフスタイルを視野に入れ、

地域が持つ特性を活かす取組みが求められています。 

 

施策① 都市環境 

【所管課】学研企画課・デジタル戦略室・まち美化推進課・都市計画課 

 

Ⅰ．計画的な土地利用の推進 

 都市計画マスタープランに基づき、各地の特色を活かす土地利用により、魅力的で持続可能

なまちづくりを進める。加えて、都市機能の結びつきを重視したクラスター型の都市形成を

目指します。 

 まちづくりの進行に合わせて、都市環境の改善を目的とした用途地域の見直しを検討します。 

 地区計画制度を活用して地域の特性を引き立て、自然や田園と都市環境の均衡を追求。これ

により、快適で良好な住環境の持続的な維持を目指します。 

 学研地区では、住環境と産・学の環境整備を向上させ、自然の特質と魅力を最大限に活用し

た土地利用を推進します。 

 無秩序な太陽光発電設備の設置の抑制を図り、良好な生活環境を保全し、安心・安全な生活

を確保します。 

 

Ⅱ．良好な景観形成の推進 

⚫ 学研地区の景観形成・土地利用 

 学研地区においては、公共空間と一体的な美観を持つ魅力ある都市景観の形成、及び周辺の

自然環境との調和を図りながらゆとりとうるおいのある市街地景観の形成を進めます。 

⚫ 自然と調和した都市景観形成の推進 

 中心市街地などにおいて、住宅や商業・業務地などの地区の特性を活かしながら、地域にな

じんだ景観形成を進めます。 

 

Ⅲ．木津駅東周辺地区整備事業の検討 

 学研木津地区の玄関口であるＪＲ木津駅周辺や城山台地区の間に位置する木津駅東側地区

に関しては、ＪＲ木津駅や市役所、医療・保健施設等が集積する駅周辺の中心都市拠点を考

慮しながら、計画的な都市形成の検討を進めます。 

 

Ⅳ．人口減少地域の活性化 

 過疎化・高齢化の進行や農業の担い手減少が進む中山間地域などにおいて、地域の活性化・

振興のため、地域と連携して、観光や産品の流通等を通じた関係人口の創出を図るとともに、

移住促進や定住化を推進します。 

 加茂地域については、地域おこし協力隊の活用など、地域の課題解消に向けた取組みを推進

し、子育て世代を中心に幅広い世代への移住施策を進め、人口減少の抑制を図ります。 
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Ⅴ．情報通信基盤の整備 

 公共施設等への情報基盤（Ｗｉ－Ｆｉ等）を整備し、市民サービスの充実を図ります。 

 

Ⅵ．墓地の適正管理の推進 

 墓じまいをする人が増えるなど、墓地についての国民意識に変化が生じていることを踏まえ

つつ、市営墓地「思いでの丘霊園」の適切な管理・運営を図ります。 

 

《関連計画》 

◼ 第２次木津川市都市計画マスタープラン後期計画（2021～2030年度） 

◼ 木津川市過疎地域持続的発展市町村計画（2022～2025年度） 

 

《成果指標》 

指標項目 
現況値 

（2022年度末） 

目標値 

(2028年度末) 

人口の社会移動増加数 517人 → 

思いでの丘霊園合葬墓地使用許可体数 565区画 ↑ 

 

施策② 住宅 

【所管課】学研企画課・施設整備課・都市計画課 

 

Ⅰ．豊かで安心できる住宅セーフティネットの形成 

 「市営住宅ストック総合活用（長寿命化）計画」において、維持管理等を行う市営住宅と位

置付けた住宅については、維持修繕や改善、建替え等により、入居者の快適で安心・安全な

住環境の確保を図ります。また、用途廃止と位置付けた住宅の入居者には、維持管理等を行

う住宅への移転を勧め、安心して暮らせる住宅を提供します。 

 建替えにより新たな住宅を整備する場合は、高齢者世帯や小規模世帯にも適した住宅にする

とともに、カーボンニュートラルの実現に向け、省エネ化・再エネ化に配慮した住宅整備を

行います。 

 

Ⅱ．市民の安心・安全な生活環境の確保 

 空家防止策の情報を周知し、所有者等に対し適切な管理を促進するとともに、空家バンク等

の利用を促します。 

 利活用可能な空家を地域資源と捉え活用し、新たな居住者を呼び込むことで地域の活気を引

き立て、まちの魅力を高める活動につなげます。 
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 移住特区での空家利活用を推進するため、移住特区内の補助制度の活用を支援します。 

 

《関連計画》 

◼ 第２次木津川市空家等対策計画（2023～2027年度） 

◼ 第２次木津川市営住宅ストック総合活用（長寿命化）計画（2023～2032年度） 

 

《成果指標》 

指標項目 
現況値 

（2022年度末） 

目標値 

(2028年度末) 

空家バンク登録件数（累計） 23件 30件 

 

施策③ 上下水道 

【所管課】まち美化推進課・業務課・工務課 

 

Ⅰ．上水道の安定供給 

 木津川市新水道ビジョン（中間改訂）に基づき、水道関連施設の老朽化対応や耐震性向上及

び長寿命化など、施設更新を計画的に進めます。 

 

Ⅱ．下水道（汚水処理施設）の整備と持続的なサービスの提供 

⚫ 水洗化の推進 

 下水道事業計画区域内の汚水・雨水の面整備を計画的な推進と適正な水質管理及び接続率の

向上により、水環境を保全するとともに、老朽管の更新について優先順位を決め、長寿命化

を図ります。 

 下水道処理区域外の地域においても、水環境への理解を促し、浄化槽の普及やその適正管理

により、公共用水域への負荷削減を促進します。 

⚫ 下水道経営の健全化 

 将来にわたり安定的な公共下水道サービスを提供していくために、下水道事業経営戦略に基

づき、経営の健全化・経営状況の明確化を図り、経営基盤の強化と財政マネジメントの向上

に努めます。 

 

Ⅲ．安定的なし尿処理体制の維持 

 相楽広域行政組合による安定的なし尿処理体制を維持するとともに、合併処理浄化槽の普及

やその適正管理を促進し、市内全域の水洗化に取り組みます。 
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《関連計画》 

◼ 木津川市新水道ビジョン（中間改訂）（2024年 3月策定） 

－安心・安全な生活と快適な暮らしを支える水道－ 

◼ 第２次 木津川市公共下水道ストックマネジメント計画（2020～2024年度） 

 

《成果指標》 

指標項目 
現況値 

（2022年度末） 

目標値 

(2028年度末) 

汚水処理普及率 99.2％ 99.5％ 
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政策 14 交通ネットワーク 

■ 方針 

⚫ 城陽井手木津川バイパスなどの高速道路等広域交通と接続する道路や市内地域間を循環する道

路、地域内の生活道路の整備を国・京都府等と連携して進め、市内の道路ネットワークを構築

し、誰もが安心・安全に移動できるよう道路環境の改善に努めるとともに、道路や橋梁の老朽

化に対応した適切な維持管理で道路インフラの強靭化を図ります。 

⚫ 鉄道やコミュニティバス等の公共交通、及び他の移動資源より構成する、各拠点のまちづくり

と連携した公共交通ネットワークについて、ＪＲ奈良線の全線複線化を目指すなどの改善を進

めることで利便性を高めるとともに、持続可能な体系の構築を図ります。 

施策：道路／公共交通 

 

図 14   木津川市コミュニティバス路線図 

■ 背景・課題 

木津東バイパス・東中央線の全線開通により、市内幹線道路の渋滞は緩和され、生活道路への通過

交通進入の問題は改善されました。一方で、高齢者や障がい者、自転車など、様々な状況の人が安全・

快適に利用できる道づくりへの対応が求められています。 

ＪＲ奈良線の高速化・複線化が進み市外との利便性が高まる一方、他の路線の一部が減便されるな

ど、鉄道の維持・活性化が課題となっています。地域内交通については、高齢化による車を利用でき

ない市民が増加するなか、市民・来訪者の日常生活の維持や、脱炭素社会の実現からも、鉄道・バス・

タクシーといった公共交通などで市内を移動できる環境の充実が求められています。 

 

関連する SDGsのゴール 
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施策① 道路 

【所管課】建設課・まちづくり事業推進室・管理課 

 

Ⅰ．広域道路網の整備 

 国道２４号及び国道１６３号の渋滞の解消や歩道空間の改善、線形改良等に向け、関係機関

に積極的に働きかけ、早期整備を目指します。 

 災害時におけるネットワークの強化・地域経済の活性化のため、木津川右岸において、国道

２４号城陽井手木津川バイパスの木津川市を含む南側区間及び府道枚方山城線延伸につい

て、関係機関に対し積極的に働きかけ、早期整備を目指します。 

 

Ⅱ．主要地方道の整備 

 主要地方道上狛城陽線及び同天理加茂木津線(大野バイパス)などについて、京都府と連携・

調整を図り、早期の改良・整備を目指します。 

 

Ⅲ．地域間循環道路の整備 

 広域幹線道路の整備とともに、市域の地域間を循環する道路網の整備を図ります。 

 市役所本庁舎へのアクセス道路となる市道木 335号木津山田川線について、計画的に整備を

進めます。 

 

Ⅳ．地域内生活道路網の整備 

 安心・安全に近鉄木津川台駅にアプローチできる歩行者専用道路の早期完成を目指します。 

 

Ⅴ．道路の適切な維持管理の推進 

 歩行者及び通行の安全性・快適性を確保するため、予防保全の考えに基づく不良箇所等の早

期発見・早期対応により、道路や街路樹の適切な維持管理に努めます。 

 

《関連計画》 

◼ 木津川市道路舗装長寿命化修繕計画（2015年 3月策定） 

 

《成果指標》 

指標項目 現況値 
目標値 

(2028年度末) 

国道２４号の混雑度（2021年度） 1.13 → 

都市計画道路整備率（2022年度） 85.5％ 86.3％ 
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施策② 公共交通 

【所管課】学研企画課 

 

Ⅰ．地域公共交通ネットワークの形成 

 高齢者など交通弱者の買い物や通院、外出、公共施設利用など生活環境の確保に配慮した地

域公共交通サービスに向けた取組みを進めます。 

 コンパクトで持続可能な魅力あるまちづくりを実現するために、円滑な公共交通の確保に向

けて、木津川市地域公共交通計画に基づき総合的な公共交通施策に取り組みます。 

 

Ⅱ．持続可能なコミュニティバスの運行 

 交通空白地域の解消に向け、地域の実情に応じ、環境負荷の軽減や観光利用にも適合したコ

ミュニティバスを運行するとともに、利便性による利用促進と運行経費のバランスがとれた

持続可能な運行体系を目指します。 

 先進自治体が実施するＭａａＳの取組みを研究し、必要に応じ実証事業を行うなど、持続可

能なコミュニティバス路線の構築を目指します。 

 

Ⅲ．鉄道利用者の利便性の向上 

⚫ 鉄道網の維持・活性化 

 ＪＲ奈良線の全線複線化の早期実現に向け、沿線市町や関連機関と連携を強化します。 

 関西文化学術研究都市としての発展やインバウンドの誘客拡大、地域振興のため、ＪＲ片町

線・関西本線の高速化・複線化や北陸新幹線南部ルート・リニア新幹線の早期整備を関係機

関に働きかけます。 

 京阪奈新線の近鉄高の原駅への延伸を関係機関に働きかけます。 

 既存鉄道路線の維持のため利用を促進します。 

⚫ 利用者の利便性を高める取組みの推進 

 市内の老朽駅舎の改築や鉄道施設のバリアフリー化を関係機関に働きかけるとともに、外国

人も含めた利用者の利便性向上に向けた取組みを推進します。 

 

《関連計画》 

◼ 第２次木津川市地域公共交通網形成計画（2020～2024年度） 

 

《成果指標》 

指標項目 
現況値 

（2022年度末） 

目標値 

(2028年度末) 

コミュニティバスの年間利用者数 242,119人 280,000人 

コミュニティバス収支率 50.8％ 50％ 
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政策 15 自然・環境 

■ 方針 

⚫ 「木津川市気候非常事態・ゼロカーボンシティ宣言」を踏まえて、脱炭素社会の実現に向けて、

市民や事業者の参加、協働を図ります。 

⚫ 再生可能エネルギーの活用や省エネルギー対策などを推進するとともに、地球環境にも結び付

く問題として廃プラスチックなど、ごみの適正処理・減量化、市民・事業者との協働による環

境に配慮した生活、食品ロス削減、事業活動の普及啓発、環境学習に取り組み、脱炭素で循環

型のまちづくりの取組みを強化します。 

⚫ 自然環境の恵みを将来にわたって享受するため、木津川の水や山の緑から身近な宅地内の緑ま

で、多様な自然と生態系を保全するとともに、人が自然と共に生きる意識の啓発を進めます。 

施策：地球環境／地域環境／循環型社会・環境教育 

 

図 15   景観・自然環境を保全するための優先的な取組み 

■ 背景・課題 

近年、集中豪雨等の異常気象が頻発するなど、気候変動が既に現実のものとなっています。地球温

暖化対策は、将来世代に向けた現世代の責務であり、市民、事業者、行政が一体となって主要因であ

る温室効果ガスの排出削減の取組みを強力に進める必要があります。 

また、木津川や里地里山などの豊かな自然環境は、多様な生物を育て生態系を維持し、生活や農業

等産業の基盤となり、市民生活に潤いを与えてくれていますが、耕作放棄地の増加や都市開発などに
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より変化しています。その役割が将来にわたって果たせるように適切に維持・管理することが求めら

れています。 

 

施策① 地球環境 

【所管課】まち美化推進課 

 

Ⅰ．脱炭素社会に向けた取り組みの推進 

 ゼロカーボンシティの実現を目指して、地球温暖化対策実行計画（事務事業編・区域施策編）

を策定します。 

 地球温暖化対策の必要性及び市民・事業所が実行できる再生可能エネルギー、省エネルギー

に関する情報発信と普及促進に取り組みます。 

 市役所をはじめとする公共施設において、温室効果ガスの排出削減のための各種対策に取り

組みます。 

 

《関連計画》 

◼ 第２次木津川市環境基本計画（2021～2030年度） 

◼ 木津川市地球温暖化対策実行計画（事務事業編・区域施策編）（2023～2030年度） 

 

《成果指標》 

指標項目 現況値 
目標値 

（2028年度末） 

市の事務・事業による温室効果ガス(CO2)総

排出量（2022年度末） 
5,443t ↓ 

木津川市域から排出される温室効果ガス

（CO2）総排出量（2020年度末） 
268千 t-CO2 ↓ 

 

施策② 地域環境 

【所管課】農政課・まち美化推進課・管理課・都市計画課 

 

Ⅰ．木津川や山々の緑の保全と育成 

 市民団体などと協力し、木津川や里地里山など自然豊かな生態系を守るための保全活動と、

その重要性を学ぶ環境教育に取り組みます。 
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Ⅱ．宅地内緑化の推進 

 新市街地や住宅地では、地区計画制度を利用して生け垣などの緑化活動を推進し、環境に配

慮したコミュニティの形成を促進します。 

 

Ⅲ．公園、緑地等の整備・維持管理 

 公園・緑地には、レクリエーションや憩いの場として多様なニーズに応えられるサードプレ

イスとしての役割が期待されているほか、ヒートアイランド現象の緩和、火災の延焼防止な

ど、持続可能な都市を支えるグリーンインフラとしての機能を向上させる必要があることか

ら、地域ごとの特性を活かした環境・植栽整備に取り組みます。 

 公園施設の効率的・計画的な長寿命化・バリアフリー化に取り組むと同時に、ユニバーサル

デザイン・インクルーシブデザインを取り入れた遊具等施設の更新・整備を実施し、魅力あ

る公園づくりに取り組みます。 

 市民、事業者等をステークホルダーとして捉え参画を促し、パートナーシップで公園マネジ

メントができる柔軟な管理運営に取り組みます。 

 

Ⅳ．河川・地下水の水環境の保全 

 市のシンボルである木津川とその支川流域の水質汚濁の防止に努めるとともに、木津川を美

しくする会などのボランティア団体による美化・啓発活動を支援します。 

 河川の水質調査などの環境測定を行い、市内の環境の継続的な状況把握に取り組みます。 

 

Ⅴ．動物愛護意識・行動の啓発 

 人と動物が共生・共存できる社会の実現に向け、関係機関と連携し、飼い主のモラル・マナ

ーの向上と動物の愛護・適正管理に関する啓発活動を進めます。 

 

《関連計画》 

◼ 生物多様性第２次木津川市地域連携保全活動計画 

 ～みもろつく鹿背山再生プラン～ （2024～2033年度） 

◼ 木津川市公園施設長寿命化計画（2023～2027年） 

 

《成果指標》 

指標項目 
現況値 

（2022年度末） 

目標値 

(2028年度末) 

アダプトプログラム登録団体数 45団体 ↑ 

都市公園・緑地施設等市民自主管理活動実施 

公園数 
20か所 30か所 
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施策③ 循環型社会・環境教育 

【所管課】まち美化推進課 

 

Ⅰ．ごみの適正処理・減量化 

 木津川市精華町環境施設組合と連携し、エネルギー回収、温暖化防止などに配慮した「環境

の森センター・きづがわ」で効率的なごみ処理を図ります。 

 廃棄物の適正な収集・運搬・処理、不法投棄対策などにより、生活環境の保全を推進します。 

 一般廃棄物（ごみ）処理基本計画、廃棄物減量化推進計画の改定を行い、食品ロス、廃プラ

スチックなどごみの減量化と再資源化を推進します。 

 循環型社会推進基金を活用し、ごみの減量化と再資源化等、地球環境問題の解決に向けた活

動を推進します。 

 

Ⅱ．環境教育と環境保全活動の推進 

 エコリーダー「くるっと」（木津川市廃棄物減量等推進員の会）、こどもエコクラブ、地域、

学校、事業所などにおける環境教育・環境保全活動を支援するとともに、環境イベント等の

開催に取り組みます。 

 

《関連計画》 

◼ 木津川市一般廃棄物（ごみ）処理基本計画（2010～2024年度） 

◼ 木津川市ごみ減量化推進計画（もったいないプラン）（2013～2024年度） 

 

《成果指標》 

指標項目 
現況値 

（2022年度末） 

目標値 

(2028年度末) 

市民一人あたりの家庭系可燃ごみの排出量 394.6ｇ/日・人 ↓ 

家庭系一般廃棄物のリサイクル率 22.9％ ↑ 
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基本方針 
７ 効果的・効率的な行政運営と市民に開かれたまちづくり 

政策 16 情報 

■ 方針 

⚫ 年代や生活課題などで対象者層を絞ったり市外へ向けたシティプロモーションを意識した戦略

的な広報及びパブリックコメントなどの市民の意見や提案を市政へ反映する情報公開の仕組み

を、広報紙やホームページ、ＳＮＳをはじめデジタルとアナログ両面の特徴を活かした多様な

メディアを用いて充実させることで、市政への関心やまちへの愛着を高めます。 

⚫ これらの仕組みを適正・効果的に運用するために、個人情報保護のための仕組みを確立すると

ともに情報セキュリティ対策の強化に努めます。 

施策：情報公開／広報／情報セキュリティ 

 

図 16   木津川市の公文書開示請求件数の推移 

■ 背景・課題 

多様化する市民ニーズに対応し開かれた市政を推進していくためには、行政情報等を公開・広報し、

市の意志形成やまちづくりに市民が関わることが必要です。ＳＮＳが広く市民に普及しＡＩが実用化

するなど情報発信手段が急速に高度化・多様化していることから、情報収集・整理分析・提供の各場

面において、新たな技術を積極的に活かしていくことが求められています。 

また、デジタル情報漏洩の事故や事件が各地で発生しており、これまでにも増して個人情報保護、

厳格な情報セキュリティ対策の重要性が高まっています。 

 

36
51 48

63

47

79
70 70

117

188

246

0

50

100

150

200

250

300

2011

(H23)

2012

(H24)

2013

(H25)

2014

(H26)

2015

(H27)

2016

(H28)

2017

(H29)

2018

(H30)

2019

(R01)

2020

(R02)

2021

(R03)

（件）

（年度）

資料：木津川市HP（ 情報公開・個人情報保護制度の運用状況）

関連する SDGsのゴール 



93 

施策① 情報公開 

【所管課】総務課 

 

Ⅰ．情報公開制度の充実 

 公正で開かれた市政を推進するため、情報公開制度を適切に運用するとともに、情報開示の

手続について、市民の利便性に配慮したデジタル化などの取組みを進めます。 

 

Ⅱ．文書事務・保存の適正化 

 行政の説明責任と透明性を確保するため、公文書の適正な取扱いや保存に努めるとともに、

デジタル化に向けた検討を進めます。 

 

《成果指標》 

指標項目 現況値 

（2022年度末） 

目標値 

(2028年度末) 

情報公開件数 216件 → 

 

施策② 広報 

【所管課】学研企画課 

 

Ⅰ．広報の充実 

 広報紙やホームページ、ＳＮＳを通じて市の情報や魅力を伝えるために、積極的でわかりや

すい広報活動を行います。 

 

《成果指標》 

指標項目 
現況値 

（2022年度末） 

目標値 

(2028年度末) 

ホームページアクセス数 10,964,263回 11,000,000回 

ＬＩＮＥ登録者数 17,633人 20,000人 
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施策③ 情報セキュリティ 

【所管課】デジタル戦略室・総務課 

 

Ⅰ．情報セキュリティの強化 

 情報セキュリティポリシーに基づき、セキュリティが確保されたネットワークの構築など、

情報の保護・管理の徹底に努めます。 

 個人情報については、適正に取り扱うとともに、特定個人情報を含めた個人情報保護に関す

る内部点検や職員研修を実施し、職員の意識向上に努めます。 

 

Ⅱ．個人情報保護の推進 

 特定個人情報を含めた個人情報保護に関する内部点検や職員研修を実施し、職員の意識向上

に努めます。 

 

《成果指標》 

指標項目 
現況値 

（2022年度末） 

目標値 

(2028年度末) 

重大情報セキュリティインシデント件数 0件 0件 
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政策 17 行財政運営 

■ 方針 

⚫ 行財政運営は、協働・共創の考えに基づき、将来世代の市民の生活も視野に入れながら、柔軟

な発想と行動で適切な取組みの選択を行うことができる市役所を目指すことを基本とします。 

⚫ 事務事業について、人口減少時代を見据えた更なる効率化に努めるとともに、公共施設のあり

方についても計画的に見直しを進めます。 

⚫ 行政事務や窓口業務のスマート化を進め、市民の利便性の向上や職員の負担軽減と業務の効率

化を図るとともに、市民や民間との役割分担や、職員能力の向上と職員の創意工夫が生かされ

る組織育成などを進め、効果的・効率的な市民サービスの向上を図ります。 

⚫ 企業誘致の促進、ふるさと納税の取組強化などを進めて、自主財源の確保による持続可能な行

財政運営の構築を図ります。 

施策：行政サービス／行財政改革／財政基盤の確立／財産管理／組織・人材育成／広域連携 

 

表 1   主要財政指標の推移（木津川市） 

 

（注）本表は、木津川市が「地方財政状況調査表」に基づき作成したものである。 

 

■ 背景・課題 

今後、生産年齢人口の減少と高齢化の進展、社会インフラの老朽化などにより市の財政状況はます

ます厳しくなると見込まれます。さらに、行政へのニーズは多様化・複雑化する中、これまでまちづ

くりを支えてきた担い手の減少等もあって、これまでのような方法や水準で行政サービスを維持する

ことが困難になることが懸念されます。 

木津川市ではこれまでから行財政改革に努めてきましたが、持続可能な都市経営を進めていくため、

財源の安定的な確保とともにスマート自治体への転換など、これからの時代にあった行財政運営へと

最適化を図ることが求められています。 

 

  

2018年度
（H30）

2019年度
（R01）

2020年度
（R02）

2021年度
（R03）

2022年度
（R04）

財政力指数（３ヶ年平均）（％）※１ 0.653 0.647 0.644 0.626 0.608

経常収支比率（％）※２ 93.6 92.6 91.6 89.4 91.3

実質公債費比率（3ヶ年平均）（％）※３ 9.6 9.1 9.0 9.3 9.8

将来負担比率（％）※４ 35.1 30.0 20.3 11.2 2.5

※1　 財政力指数：地方公共団体の財政力を示す指標で、財政力指数が高いほど財源に余裕がある。

※4　 将来負担率：当該地方公共団体の一般会計等が将来負担すべき実質的な負債の標準財政規模に対する比率のこと。

※2　 経常収支負担率：地方税、普通交付税のように使徒が特定されておらず、毎年度経常的に収入される一般財源のうち、人件費、扶助費、

         公債費のように毎年度経常的に支出される経費（経常経費）に充当されるものが占める割合のこと。

※3　 実質公債費比率：借入金（地方債）の返済額及びこれに準じる額の大きさを指標化し、資金繰りの程度を表す指標のこと。

関連する SDGsのゴール 
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施策① 行政サービス 

【所管課】学研企画課・デジタル戦略室・市民課 

 

Ⅰ．総合計画の推進 

 計画の実行状況を定期的に評価し、計画的かつ戦略的なまちづくりを進め、評価結果を公開

し、市民参加の促進を図りながら、計画の信頼性を高めます。 

 

Ⅱ．まち・ひと・しごと創生「人口ビジョン」「総合戦略」の推進 

 市制施行後、増加を続けていた人口が、今後は減少へと転じると見込まれるにあたり、持続

可能なまちづくりを推進するため、デジタルの力を活用した地方創生に取り組みます。 

 

Ⅲ．住民基本台帳の適正な管理 

 住民基本台帳制度における住民に関する記録の適正な管理に努めます。 

 

Ⅳ．デジタル行政サービスシステムの運用 

⚫ 住民基本台帳ネットワークシステムなど各種システムの適正管理と運用 

 利便性の高い行政サービスを推進するため、各種システムの適正な管理・運営に努めます。 

 「書かない窓口」、「引っ越しワンストップ」を活用し、更なるサービスの向上と窓口業務の

効率化・適正化を推進します。 

 個人番号カードのさらなる普及を目指し、啓発及び新規申請・更新申請支援等の施策を継続

します。 

⚫ 行政事務のスマート化 

 住民サービス向上に向けた「オンライン申請」など、ＩＣＴ技術の活用による行政事務の効

率化（ＤＸ）を推進します。 

 

《関連計画》 

◼ 木津川市まち・ひと・しごと創生「人口ビジョン」と「第３期総合戦略」（2024～2028年度） 

◼ 木津川市スマート化宣言（2020年 2月） 

 

《成果指標》 

指標項目 現況値 
目標値 

(2028年度末) 

市民意識調査の回収率（2023年度末） 28.3％ 30.0％ 

個人番号カード交付枚数(累計)（2022年度末） 55,404枚 62,000枚 
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施策② 行財政改革 

【所管課】行財政改革推進室 

 

Ⅰ．行政システムの最適化 

 第４次行財政改革大綱に基づき、将来の姿を予測し、時代の変化や社会の要請に柔軟で臨機

応変かつ的確に対応できる人材（人財）の育成と、これからの時代にあった新たな視点によ

る行政運営マネジメントへの転換を図るなど、戦略的に取組みを進め、ＰＤＣＡサイクルに

よって改善が繰り返される行政システムへと最適化を図ります。 

 第４次木津川市行財政改革大綱の重点戦略に基づく実現戦略（アクションプラン）を計画的

に進め、毎年度、進捗状況を客観的な評価基準に基づき内部評価を行います。また、外部評

価等の視点からの意見や提案を幅広く取り入れながら進捗管理を行うことで、改革の推進を

図ります。 

 

Ⅱ．公共施設の管理運営の最適化 

 公共施設の管理・運営を、経営視点に立ち、ファシリティマネジメントの観点から民間のノ

ウハウや資金を有効活用するなど、民間活力の導入促進を図ります。 

 施設所管課が施設ごとに行っている保守点検、清掃、機械警備、小規模修繕等の管理業務を

一つに包括し、複数年にわたり委託することで民間ノウハウや技術力の活用による、より高

い水準で一括した維持管理が可能となり、職員負担の軽減にもつながることが期待される公

共施設包括管理業務委託の導入可能性の検討を進めます。 

 指定管理施設における民間のノウハウを活かした適正な管理運営とモニタリング調査を通

じたサービス向上に引き続き取り組みます。また、市が直接管理運営する施設においても、

市民ニーズを的確に把握しながら事業や講座等の見直しなどサービス品質の向上に努める

ことで、施設の利用促進を図ります。 

 

《関連計画》 

◼ 第４次木津川市行財政改革大綱（2023～2028年度） 

◼ 第４次木津川市行財政改革行動計画（2023～2028年度） 

 

《成果指標》 

指標項目 
現況値 

（2023年度末） 

目標値 

(2028年度末) 

行財政改革の推進による財政状況の改善の

ための取組み（2023 市民アンケート結果加

重平均） 

2.89 3.0 
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施策③ 財政基盤の確立 

【所管課】観光商工課・財政課・行財政改革推進室・税務課・指導検査課 

 

Ⅰ．税源基盤などの強化 

 自主財源の確保に努めるとともに、税制改正など課税内容に対する説明責任に努め、納付手

段の拡大による、収納率の向上を図ります。 

 広域連合「京都地方税機構」との課税事務共同化の推進や徴収業務の連携による滞納対策の

強化を図ります。 

 税外債権について、積極的に債権回収を進め、収納率の向上を図ります。 

 

Ⅱ．持続可能な財政基盤の確立 

 ふるさと納税寄附額の増加を目指し、多くの寄附者が返礼品の魅力を感じるよう、地域で活

動している人を紹介する「絆人」やポータルサイトをはじめとしたＰＲの強化を図ります。 

 企業版ふるさと納税については、寄附企業とのパートナーシップを目標として、継続した事

業に取り組みます。 

 人口減少に伴い税収の減少が見込まれることに加え、高齢化の進展等による社会保障経費の

増加などによって財政が圧迫され、それに伴い財政構造が硬直することが懸念されることか

ら、安定的な自主財源の確保と業務改革によるムリ・ムダ・ムラの解消など市役所業務の最

適化を目指します。 

 予算編成プロセスの最適化を図り、財政指標や客観的なデータに裏付けされ、ＰＤＣＡサイ

クルが有効に機能したマネジメントを推進し、規律のある財政運営を行うことで、将来世代

に過度な負担を先送りすることなく、将来にわたり安定して持続可能な財政基盤の確立を目

指します。 

 

Ⅲ．入札・契約制度の適正利用 

 入札・契約の透明性、公正・公平性などを確保して一層取り組むとともに、建設業の働き方

改革に沿った週休二日制の啓発や適正な工期の確保などの取組みを推進します。 

 

《関連計画》 

◼ 第４次木津川市行財政改革大綱（2023～2028年度） 

◼ 第４次木津川市行財政改革行動計画（2023～2028年度） 
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《成果指標》 

指標項目 
現況値 

（2022年度） 

目標値 

(2028年度末) 

市税収納率 99.63％ 99.70％ 

経常収支比率 91.3％ 90%未満 

健全化判断比率 実質赤字比率 － → 

連結実質赤字比率 － → 

実質公債費比率 9.5％ 9％未満 

将来負担比率 2.5％ 0％未満 

財政調整基金残高比率 24％ 20％ 

実質収支比率 96％ 3％ 

 

施策④ 財産管理 

【所管課】会計課・総務課・財政課・行財政改革推進室 

 

Ⅰ．保有資産の最適化 

 公金管理について、安全性の確保を第一とし、流動性を確保しながら効率的な管理を行うと

ともに金融市場動向を見極めながら運用を図ります。 

 庁舎及び支所を適正に管理するとともに、長寿命化を推進し、維持管理費の平準化を図りま

す。 

 公用車の効率的で適正な管理に努めます。 

 経営資源となる資産の有効活用や公共施設等総合管理計画と個別施設計画の推進に向けた

取組みを全庁的に横展開するための体制づくりや、経営視点に立ち資産をマネジメントする

ファシリティマネジメントの考え方を取り入れる中で、施設等情報の一元化による保有資産

の可視化や未利用・低利用資産の有効活用を図るなど、公共施設の最適化に取り組みます。 

 

《関連計画》 

◼ 木津川市公共施設等総合管理計画（2017～2046年度） 

◼ 木津川市公共施設等総合管理計画施設類型別個別施設計画（第１期）（2017～2026年度） 

◼ 第４次木津川市行財政改革大綱（2023～2028年度） 

◼ 第４次木津川市行財政改革行動計画（2023～2028年度） 
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《成果指標》 

指標項目 
現況値 

（2022年度末） 

目標値 

(2028年度末) 

未利用財産売却・活用件数 5件 ↑ 

延床面積削減率 1％ 10％ 

 

施策⑤ 組織、人材育成 

【所管課】人事秘書課・学研企画課 

 

Ⅰ．組織・機構の強化 

 限られた財政状況のもと、行政への多様化するニーズに対応できる市民サービスを提供する

ため、各事業の進捗状況等に応じた簡素で応答性の高い、効果的かつ効率的な組織機構の構

築を目指し、行政体制の充実・強化を進めます。 

 

Ⅱ．人材育成の充実 

 職員一人ひとりの担うべき役割や目標を明確にして、その実績と能力発揮状況を総合的に判

断した人事評価制度に基づく人事管理や定員適正化計画に基づき、職員の育成に努め、最小

限の人員・経費で最大限の効果を発揮するための体制改革を目指します。 

 できない理由をさがすのではなく、どうしたらできるのかを考え、問題を克服していく「問

題解決力」を発揮する職員を目指す職員像とし、市でリモートラーニングやウェブ研修等の

機会も用意しつつ、職員自身の自律的な成長を可能とする環境整備を推進します。 

 

《関連計画》 

◼ 第４次木津川市定員適正化計画（2024～2028年度） 

◼ 木津川市職員人材育成基本方針（2013年策定） 

 

《成果指標》 

指標項目 
現況値 

（2023年度） 

目標値 

(2028年度末) 

市職員数 456人 → 
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施策⑥ 広域連携 

【所管課】学研企画課 

 

Ⅰ．広域的な連携・協力体制の推進 

 広域的かつ効率的な行政運営のため、一部事務組合や広域連合などにより、京都府や近隣市

町村などとの協力体制の充実・強化を図るとともに、スケールメリットを活かします。 

 奈良市や高槻市との連携協定に基づき、災害相互支援や地域活性化の連携・協力を進めます。 

 民間企業との連携により、資源の最適な活用やサービスの質向上などを図り、行政サービス

の満足度を高めます。 

 

《成果指標》 

指標項目 
現況値 

（2022年度末） 

目標値 

(2028年度末) 

奈良市や高槻市との包括協定に基づく連携・協力事

業数（累計） 
7事業 10事業 
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3  計画の推進 

(1) 財政収支見通しに基づく推進 

財政収支見通しは、歳入・歳出の各項目別に普通会計の決算ベースで中長期的な収支を推計した

もので、第２次総合計画後期計画の策定に際して、再推計を行っています。この収支見通しに基づ

き、賢い選択と最適な配分により限られた財源の効率的な運用を図ることで、総合計画に掲げた施

策・事業の着実な推進を図ります。 

なお、収支見通しは社会経済情勢の変化や法令改正等により変動することも想定されるため、必

要に応じて見直しを行います。 

 

財政収支見通しの設定方法 

財政収支見通しは、普通会計の令和4年度決算及び令和5当初予算を基に、人口による影響や

今後実施予定の大規模事業計画を考慮して推計しています。 

 

 

財政収支の見通し 

歳入 

 

 （単位：百万円） 

 決算額 予算額 推計値 

年度 

項目 

2019 

(R1) 

2020 

(R2) 

2021 

(R3) 

2022 

(R4) 

2023 

(R5) 

2024 

(R6) 

2025 

(R7) 

2026 

(R8) 

2027 

(R9) 

2028 

(R10) 

地方税 10,028 10,261 10,250 10,446 10,658 10,492 10,524 10,574 10,717 10,759 

譲与税 222 225 229 224 227 230 230 230 230 230 

交付金 1,686 1,798 2,095 2,177 2,211 2,209 2,225 2,230 2,230 2,230 

地方交付税 5,641 5,918 6,678 7,209 6,871 6,917 6,926 6,883 6,770 6,732 

分担金及び負担金 70 85 101 93 83 83 80 80 80 80 

使用料及び手数料 673 580 591 595 588 591 590 591 591 591 

国庫支出金 3,965 13,794 8,316 7,310 6,261 5,882 6,163 5,909 6,033 6,141 

府支出金 2,125 2,186 2,318 2,405 2,403 2,389 2,638 2,376 2,412 2,359 

財産収入 62 376 56 444 53 53 53 53 53 53 

寄附金 23 44 38 71 121 161 161 201 251 301 

繰入金 773 344 766 1,404 779 1,008 872 818 468 577 

繰越金 464 648 743 1,466 1,995 640 357 349 367 382 

諸収入 131 153 157 163 138 138 138 138 138 138 

地方債 2,606 2,238 2,664 1,908 2,926 992 1,246 1,274 1,497 1,952 

歳入総額 28,469 38,650 35,002 35,915 35,313 31,783 32,201 31,703 31,835 32,522 
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歳出 

 

歳入歳出差引 

 

基金 

 

地方債 

 （単位：百万円） 

 決算額 予算額 推計値 

年度 

項目 

2019 

(R1) 

2020 

(R2) 

2021 

(R3) 

2022 

(R4) 

2023 

(R5) 

2024 

(R6) 

2025 

(R7) 

2026 

(R8) 

2027 

(R9) 

2028 

(R10) 

人件費 4,012 4,725 4,990 5,050 4,913 5,006 5,064 5,103 5,131 5,173 

物件費 3,894 3,814 4,808 5,160 4,994 4,972 5,024 4,995 5,006 5,017 

維持補修費 347 362 373 398 405 408 410 413 415 418 

扶助費 6,135 6,543 8,423 7,337 7,432 7,330 7,253 7,216 7,216 7,215 

補助費等 4,698 13,362 5,465 5,979 6,176 5,486 5,659 5,418 5,473 5,472 

公債費 2,842 2,949 3,258 3,279 3,273 3,239 3,110 3,215 3,151 3,148 

積立金 320 1,091 398 1,005 1,036 439 297 294 303 311 

投資及び出資金 26 20 26 20 20 26 26 27 27 27 

繰出金 2,162 2,207 2,222 2,238 2,222 2,207 2,192 2,184 2,175 2,167 

普通建設事業費 3,360 2,834 3,571 3,455 4,183 2,313 2,815 2,472 2,556 3,188 

歳出総額 27,796 37,906 33,533 33,921 34,654 31,426 31,852 31,336 31,452 32,135 

 （単位：百万円） 

 決算額 予算額 推計値 

年度 

項目 

2019 

(R1) 

2020 

(R2) 

2021 

(R3) 

2022 

(R4) 

2023 

(R5) 

2024 

(R6) 

2025 

(R7) 

2026 

(R8) 

2027 

(R9) 

2028 

(R10) 

歳入総額 28,469 38,650 35,002 35,915 35,313 31,783 32,201 31,703 31,835 32,522 

歳出総額 27,821 37,906 33,536 33,921 34,673 31,426 31,852 31,336 31,452 32,135 

歳入歳出差引 648 743 1,466 1,995 640 357 349 367 382 387 

 （単位：百万円） 

 決算額 予算額 推計値 

年度 

項目 

2019 

(R1) 

2020 

(R2) 

2021 

(R3) 

2022 

(R4) 

2023 

(R5) 

2024 

(R6) 

2025 

(R7) 

2026 

(R8) 

2027 

(R9) 

2028 

(R10) 

基金残高 10,457 11,263 10,951 10,582 10,888 10,367 9,840 9,365 9,248 9,030 

 財政調整基金 4,014 4,235 4,512 4,578 5,379 5,199 4,878 4,502 4,466 4,407 

 減債基金 45 45 45 45 45 45 45 45 45 45 

 その他特定目的基金 6,398 6,983 6,394 5,958 5,464 5,123 4,918 4,818 4,738 4,579 

 （単位：百万円） 

 決算額 予算額 推計値 

年度 

項目 

2019 

(R1) 

2020 

(R2) 

2021 

(R3) 

2022 

(R4) 

2023 

(R5) 

2024 

(R6) 

2025 

(R7) 

2026 

(R8) 

2027 

(R9) 

2028 

(R10) 

地方債残高 32,790 32,249 31,796 30,550 30,324 28,199 26,449 24,616 23,069 21,981 
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(2) 進行管理 

総合計画は、ＰＤＣＡサイクル＊に基づく進行管理により効果的・効率的な行政運営を行い、着実

に推進します。 

 

 

そのなかでも「まちの将来像」の実現に向けて、社会情勢や市民意識の変化を踏まえながら、施策

の展開状況をチェックしていくことが重要となります。成果指標を活用した施策評価を行い、各施

策の取組状況や市民・地域への効果、その課題などを確認することで、事業の新規立案や見直しに

結びつけます。 

以下に基本計画の施策ごとに設定した成果指標と数値の算出方法の一覧を掲載します（再掲）。 
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第２次木津川市総合計画後期基本計画の策定に向けたスケジュール
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